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雇児総発0727第4号

雇児母発0727第3号
平成23年7月27日

児童福祉・母子保健主管部（局）長　殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総　務　課　長

母子保健課長

妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする
家庭に係る保健・医療・福祉の連携体制の整備について

児童虐待防止対策の推進については、平素より格別のご高配をいただき厚く御礼申
し上げる。

さて、厚生労働省の社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する
専門委員会において把握及び分析した児童虐待による死亡事例については、生後間も
ない子どもをはじめとした乳児期の子どもが多くを占めており、その背景には、母親
が妊娠期から一人で悩みを抱えていたり、産前産後の心身の不調や家庭環境の問題が
あるものと考えられる。

このため、妊娠・出産・育児期において、養育支援を特に必要とする家庭を早期に

把握し、速やかに支援を開始するために保健・医療・福祉の連携体制を整備すること
が重要である。今般、上記のような状況に鑑み、その留意事項などをまとめたので、

本通知を踏まえつつ、妊娠期からの養育支援を特に必要とする家庭の把握と継続的な
支援のための連携体制の整備をお願いするとともに、都道府県におかれては、本通知
について管内の市町村や医療機関等の関係機関に周知を図られたい。
また、医療機関との連携体制の整備は、管内の医療機関等の協力を得る必要がある

ことから、日本医師会、日本産婦人科医会等の関係団体に別途協力を依頼している。
なお、本通知の施行に伴い、「妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家

庭に係る保健医療の連携体制について」（平成20年3月31日雇児総発第0331003号

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）は廃止する。
本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第l項の規定に基づ

く技術的な助言である。
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記

1　日的

妊娠・出産・育児期において、産前産後の心身の不調や家庭環境の問題等の悩みを

抱える母親などの養育支援を特に必要とする家庭をできるだけ早期に把握し、各関係

機関が連携し養育支援を行うことにより、家庭の養育力の向上を図り、もって児童虐

待の予防に資することを目的とする。

2　対象家庭

保健・医療・福祉の各関係機関で情報共有や連携した養育支援の対象となる家庭

は、医療機関や市町村等において、出産前からも含め早期に養育支援を行うことが特

に必要であると判断した家庭を対象とする。

3　各関係機関の役割

1）　市町村の役割

①　妊娠の届出の受理及び母子健康手帳の交付時は、相談支援のきっかけとなるこ

とから、窓口で保健師や助産師等が別表に示す項目を参考に対応することによ

り、妊婦の身体的・精神的・経済的状態などの把握に努める。

②　支援の必要があると判断される場合には、妊産婦訪問指導や養育支援訪問事業

による訪問等により経過観察を行う。また、経済的問題や里親制度に関する相談

については、適切な窓口等を紹介する。

③（D、②により、特に支援が必要であると判断される場合には、子どもを守る地

域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会。以下「地域ネットワーク」という。）

に情報提供を行い、支援方針について協議する。地域ネットワークにおいては、

個別ケース検討会議を行い、養育に関する問題を明らかにするとともに関係機関

が連携して当該家庭に必要な支援を行う。

④　①～③の過程において、支援対象家庭の状態に応じて、出産後の一時保護など

の対応について、児童相談所と協議を行う。

⑤　なお、地域ネットワークは、産科や小児科等の医療機関に加わってもらうなど

妊娠・出産・育児期における支援について連続性をもって検討できる体制とする。

また、妊産婦等が、産科と精神科等の複数の医療機関を受診している場合などに

は、関係機関間での情報共有・連携ができるよう調整する。

⑥　医療機関から市町村に養育支援が必要な家庭の情報提供があった場合、当該家

庭が地域ネットワークの対象ケースの該当の有無を確認し、必要な情報収集を行

い次の対応を行う。

ア）地域ネットワークの対象ケースである場合、必要に応じ、地域ネットワークに

おいて、医療機関を含めた関係機関との情報共有及び支援内容の協議を行い、支

援内容の見直しを行う。支援を行っていない場合、妊産婦や新生児の訪問指導、

養育支援訪問事業等により早急に対応する。

イ）対象ケースに該当していない場合は、妊産婦や新生児の訪問指導等の実施によ
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り状況を把握し、特に支援が必要と見込まれる場合には、ア）と同様に、医療機

関を含めた関係機関との情報共有及び支援内容の協議を行い、必要な支援を実施

する。

⑦　乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）、養育支援訪問事業等の実

施に当たって、医療機関への事業の委託が適当と判断される場合には、これらの

事業の実施を委託しても差し支えない。ただし、市町村は、事業委託先に対して

必要な情報提供を行うとともに、事業委託先からの報告を受けて、地域ネットワ
ークを活用しつつ、当該家庭に必要な支援を総合的に検討する。この養育支援訪

問事業の実施については、「養育支援訪問事業ガイドライン」（平成21年3月

16日付雇児発第0316002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）を参考とす

ること。

2）　医療機関の役割

①　産科、新生児科、小児科をはじめとする医療機関が、別表に示す項目に該当す

る妊産婦又は子どもがいる家庭のうち、早期に養育支援を行うことが特に必要で

あると判断した場合は、必要な支援につなげるために、患者が居住する市町村に

情報提供を行う。妊婦健康診盃を受診しておらず、分娩時が初診の産婦について

は、特に留意が必要である。

②　情報提供の際、対象となる者に対して当該情報提供の概要を説明するととも

に、居住している市町村による支援を受けることが、当該対象者の身体的・精神

的負担を軽減し、養育の支援となりうることを説明し、同意を得ること。

なお、情報提供については、別添1「養育支援を必要とする家庭に関する医療

機関から市町村に対する情報提供について」（平成16年3月10日付雇児総発第

0310001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）に基づく情報提供を

行った医療機関は診療情報提供料として診療報酬上の算定ができる。この算定に

係る「診療報酬の算定方法の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成22

年3月5日保医発0305第1号厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官通知）

の関連する事項は、別添2、3のとおりである。

③　医療機関は市町村への情報堤供後、市町村と情報を共有するとともに、連携し

て妊産婦や子どもに対する医療の捷供を行う。この時、市町村との連絡等の窓口

となる部署や担当者を事前に決めておくことが望ましい。

④　①の情報提供の同意が得られない場合であっても、対象となる者に対して、居

住する地域の母子保健サービスや相談窓口等について必要な情報提供を行うな

どの対応をする。

ただし、医療機関は、地域ネットワークから資料又は情報の提供の求めがあっ

た場合、情報提供対象者の同意がなくとも必要な情報を捷供することは可能であ

る。なお、医療機関自ら地域ネットワークに参画している場合は、地域ネットワ
ークの構成機関として、支援が必要な妊産婦や子どもがいる家庭等に関する情報

の交換を行うとともに、支援の内容についての協議を行うことができる。

⑤　産科以外の診療科に別表に該当する妊婦が受診した場合には、産科と連携して
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医療の提供を行う。

⑥　望まない妊娠は児童虐待のリスクであり、また人工妊娠中絶を経験した女性の

約1／3は人工妊娠中絶を複数回受けており※、望まない妊娠を繰り返していると

考えられる。そのため、産科医療機関においては、人工妊娠中絶を受けた女性に

対して、特に留意して、適切な避妊指導等を行うことが望ましいo

⑦　また、別表に示す項目に該当しない家庭についても産科医療機関では平素より、

子育て中のストレスへの対処、乳幼児揺さぶられ症候群の予防、産後うつ等につ

いて、保健指導等を行うことが望ましい。

⑧　児童虐待を受けたと思われる子どもを把握した場合、児童虐待防止法（平成12

年法律第82号）に基づき、市町村の虐待対応窓口、都道府県の設置する福祉事

務所又は児童相談所に通告を行う。

※　平成22年度厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事

業）「望まない妊娠防止対策に関する総合的研究」（主任研究者：竹田省順天堂大

学医学部産科婦人科学講座教授）

3）　都道府県の役割

①　都道府県は、地域における妊娠・出産・育児期の保健・医療・福祉の連携体制

について状況を把握するとともに、管内の各関係機関に対して実施に当たっての

調整を行い、連携体制の整備を推進するo

②　地域連携の好事例を把握して他の地域や医療機関に周知するなどして、管内の

各関係機関の養育支援を特に必要とする家庭への対応の水準の向上に努めるo

③　連携体制の整備の推進に当たり、母子保健医療対策等総合支援事業の「子ども

の心の診療ネットワーク事業」（平成23年3月29日雇児発第0329第12号厚生

労働省雇用均等・児童家庭局長通知）を活用し、都道府県の拠点病院を中心とし

て連携体制の整備を進めることも可能である0

4　その他

本通知に基づく体制整備に当たっては、地方自治体の担当部署（母子保健、児童福

祉）、関係機関、関係団体等により連携体制を十分検討することが必要である。なお、

この仕組みの立ち上げや立ち上げ後の周知のための経費については、「安心こども基

金」の「児童虐待防止対策の強化」として支出して差し支えないことを、念のため、

申し添える。
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雇児総発第0310001号

平成16年3月10日

児童福祉主管部（局）長

母子保健主管部（局）長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課

養育支援を必要とする家庭に関する医療稔関から市町村に対する情報琵供について

子どもの健全育成を図る上で、「養育支援を必要とする家庭jを的確に把握し、逼時適切な支

援を行うことは重要な取組であるが、こうした取粗は子どもに対する虐待の予防にも資するもので

ある。

このため、平成16年度予算（彙）〝においても育児支援家庭訪問事業を新たに創設するなど、養

育支援が必要な家庭に対する支援の充実を図ることで虐待の予防を目指しているが：支蜜を必

要とする家車を早期に把造するためには、家庭と接点を有する様々．な関係機関からの情報罷供

を促していくことが必要である。“

中でも医療疎開は、出産前後の健診や、子どもや養育者の疾患等による受診を実践として、妄

動泌華と思われる家庭と接点を持つことおいことから、座療機関の積極的な億報提供は「養

育支援を必要とする家庭」の早期把握のために重要である。・
・こうした医掠機関から地域の保健福祉を担う市町村毎に対する診浣情報の提供については、

従薬から診療情報提供料として診療報献上の評価が行われ、保健福祉サービ予を必要とする要

介護高齢者を念頭に置いた情報遺供の様式が示されてきたところであるが、以上のような子ども

の養育支援の重要性に鑑み、本年4月から実施される診療報酬改定lこより、子どもの養育支援を

念頭に置いた情報提供の様式が新たに別紙様式9・10として示されることとなった。なお、別添様

式9は患者が18歳以下の子どもの場合に用いられる様式でもり、別紙様式10は患者が母親の場

合に用いられる様式である。（別添参照）

っいては、こうしだ情報提供が円滑に行われるよう市町村における情報の受理窓口を医環機関

に周知するとともに、この改正に伴い増加が予想される医療機関からの情報を語極的に活府し、

的確な養育支援が行われるよう各都道府県内の市町村に対し周知願いたい。

＿まを亭した揖報を受け、限られた資源の中で効果的な養育支援を行っていくためには市町村

虐待防止ネットワーク等を活用し、養育支艶こ必要な情報集約や、関係支援検閲の情報共有の

円滑化を図ることで、共通認撥にもとづいた支援計画を作成し、明確な役割分担のもと協働支援

を行っていくための体制整晦が重要である。

なお、上記の診寮情報の提供は患者の同意を得て行われるものであるが、同意が得られない

場合であっても、．疾病等の状況如扇こよっては、保護蔀享どもを監護させることが不適当である

と認められ、・児童福祉法第25条の窺定による児童相撲所又は福祉事務所に対する通告が必要と

なる場合もあることについて：併せて医寮機関に対し周知頭いたい。

おって本通知こついては、厚生労働省保険局医療謀と協議済みで治る。
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別添2

地方厚生（支）局医療課長

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部）長

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

・後期高齢者医療主管課（部）長

殿

（抄）

保医発0305第1号

平成22年3月　5　日

厚生労働省保険局医療課長

厚生労働省保険局歯科医療管理官

診療報酬の算定方法の一都改正に伴う実施上の宮意事項について

標記については、本日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（平成22年厚生労働省告示

第69号）等が公布され、平成22年4月1日より通用されることとなったところであるが、実施に

伴う留意事項は、医科診療報酬点数表については別添1、歯科診療報酬点数表については別添2

及び調剤報酬点数表については別添3のとおりであるので、その取扱いに遺漏のないよう蹟管下

の保険医療機関及び審査支払棲関に対し、周知徹底を図られたい。

従前の「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」（平成20年3月5日保

医発第0305001号）は、平成22年3月31日限り廃止する。

第2華　特掲診療科

第1部　医学管理等

BOO9　診療情報提供料（I）

（l）診療傭執提供料（I）は、医療機関間の有機的連携の強化及び医療機関から保険薬局

又は保健・福祉関係桟関への診療情報提供機能の評価を目的として設定されたもので

あり、両者の患者の診療に関する情報を相互に提供することにより、継続的な医療の

確保・適切な医寮を受けられる機会の増大、医療・社会資源の有効利用を図ろうとす
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るものである。

（2）保険医詰機関が、診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、

その同意を得て当該板柳こ対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った

場合に算定する。

（3）紹介に当たっては、事前に紹介先の機関と調整の上、下記の紹介先機関ごとに定め

る様式又はこれに準じた様式の文書に必要事項を記載し、患者又は紹介先の機関に交

付する。＿また、一変付した文書の写しを診療録に添付するとともに」診療博識の提供先

からの当該患者に係る問い合わせに対しては、懇切丁寧に対応するものとする。

ア　イ及びウ以外の場合　　　　　　　　　　別紙様式11

イ　市町村又は指定居宅介護支援事業者等　別紙様式12から別紙様式12の4

ウ　介護老人保健施設　　　　　　　　　　別紙様式13

（4）当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある機関に情報提供が行われた場

合や、市町村等が開設主体である保険医療機関が当該市町村等に対して情報提供を行

った場合は算定できない。

（5）A保険医療機関には、検査又は画像診断の設備がないため、B保険医療機関（特別

の関係にあるものを除く。）に対して、診療状況を示す文書を添えてその実施を依頼し

た持合には、診療情報提供料（I）は算定できる。

（6）（5）の萄合において、B保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとど

まる場合には、B保険医療機関においては、診療情報提供料（I）、初診料、検査料、

画像診断料等は算定できない。なお、この場合、検査料画像診断料等を算定するA

保険医療機関との問で合議の上、費用の清算を行うものとする。

（7）（5）の場合において、B保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を

受け、その結果をA保険医療続開に文書により回答した場合には、診療情報提供料（I）

を算定できる。なお、この場合に、B保険医寮機関においては、初診料、検査料、画

像診断料等を算定でき、A保険医療機関においては検査料、画像診断料等は算定でき

ない。

（8）提供される情報の内容が、患者に対して交付された診断書等であって、当該患者よ

り自費を徴収している場合、意見喜等であって、意見雷の交付について診療報酬又は

公費で既に相応の評価が行われている場合には、診療情報提供料（I）は算定できない。

（9）下記のア、イの場合については、患者1人につき月1回に限り、所定点数を算定す

る。また、いずれの場合も診療情報の経供に当たって交付した文書の写しを診療録に

添付する。

ア　区分番号rCOOl」在宅患者訪問診療科を算定すべき訪問診療を行っている保

険医療機関が、患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、当該患者に対して

継続して区分番号rCOOSJ柾宅患者訪問看護・指導料又は区分番号「COO5
－1－2」同一建物居住者訪問看護・指導料を算定すべき看護若しくは指導又は区

分番号「COO6」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定すべき指導一

管理を行っている別の保険医療授関に対して、診療日、診療内容、患者の病状、日

常生活動作能力等の診療情報を示す文書を添えて、当該患者に係る療養上必要な情

報を提供した場合
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イ　区分番号「COO5」在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号「COO5－1－

2」同一建物居住者訪問者睡・指導料を算定すべき看護若しくは指導又は区分番号

「COO6」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定すべき指導管理を

行っている保険医療機関が、患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、別の

保険医療機関に対して、病歴、診療内容、患者の病状等の診療状況を示す文書を添

えて、当該患者に係る療養上必要な情報を提供した場合

（10）診療情報の提供に当たり、レントゲンフイルム等をコピーした場合には、当該レン

トゲンフイルム等及びコピーに係る費用は当該情報提供料に含まれ、別に算定できな

（11）「注2」に掲げる「市町村」又は「指定居宅介護支援事業者等」に対する診療情報

提供は、入院患者については、退院時に患者の同意を得て退院の日から2週間以内に

診療情報の提供を行った場合にのみ算定する。この場合においては、家庭に復帰する

患者が対象であり、別の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設等に入院若

しくは入所する患者又は死亡退院した患者についてその診病情報を市町村又は指定居

宅介護支援事業者等に提供しても、診療情報提供料（I）の算定対象とはならない。

（12）「注2」に掲げる「市町村又は介護保険法第46条第1項の規定により都道府県知事

が指定する措定居宅介護支援事業者等」とは、当該患者の居住地を管轄する市町村（特

別区を含む。以下同じ。）、保健所若しくは精神保健福祉センター又は措定居宅介護支

援事業者若しくは地域包括支援センターをいう○また、「保健福祉サービスに必要な情

報」とは、当該患者に係る健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導等の保健サービ

ス又はホームヘルプサービス、ホームケア促進事業、ショートステイ、デイサービス、

日常生活用具の給付等の介護保険の居宅サービス若しくは福祉サービスを有効かつ適

切に実施するために必要な診療並びに家庭の状況に関する備穀をいう。

（13）「注3」については、在宅での療養を行っている疾病、負傷のため通院困難な患者

（以下「在宅患者」という。）に対して、適切な在宅医療を確保するため、当該患者の

選択する保険薬局の保険薬剤師が・訪問薬剤管理指導を行う場合であって、当該患者

又はその看護等に当たる者の同意を得た上で、当該保険薬局に対して処方せん又はそ

の写しに添付して・当該患者の訪問薬剤管理指導に必要な診療情報を提供した場合に

算定する。この場合において、交付した文害の他、処方せんの写しを診療録に添付す

る。

なお、処方せんによる訪問薬剤管理指導の依頼のみの場合は診療情報提供料（I）は算

定できない。

（14）十注4J‾については：楠神障害者である患者であって、次に掲げる施設に入所して

いる患者又は介護老人保健施設（当該保険医療機関と同一の敷地内にある介護老人保

健施設その他これに準ずる介護老人保健施設を除く。「注5」において同じ。）に入所

している患者の診療を行っている保険医療機関が、診療の結果に基づき、患者の同意

を得て、当該患者が入所しているこれらの施設に対して文書で診療情報を提供した場

合に算定する。一一

ア　グループホーム及びケアホーム（障害者自立支援法第5条第10項に規定する共同

生活介護を行う事業所及び同条第16項に規定する共同生活援助を行う事業所をい
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う。）

イ　障害者支援施設（障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設をい

い、日中活動として同条第6項に規定する生活介護を行うものを除く。）

ウ　障害者自立支援法施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第6条の7第2項に

規定する自立訓練（生活訓練）を行う事業所

工　障害者自立支援法第5条第14項に規定する就労移行支援を行う事業所

オ　障害者自立支援法第5条第15項！こ規定する就労継続支援を行う事業所

力　障害者自立支援法第5条第22項に規定する福祉ホーム

キ　障害者自立支援法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営することがで

きることとされた措神保健福祉法第50条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰

施設

（15）「注6」に掲げる「認知症疾患医療センター等」とは、認知症の症状にある患者の

鑑別診断、治療方針の選定等を行うものとして、都道府県知事が指定した保険医療機

関等をいうものであり、その取扱いについては、「認知症疾患医療センター運営事業実

施要綱について」（平成20年3月31日付障発第0331009号）等を参考とし、都道府県精

神保健主管課（部）と連絡を密にするものであること。

（16）「注7」に掲げる退院患者の紹介に当たっては、心電図、脳波、画像診断の所見等

診療上必要な検査結果、画像情報等及び退院後の治療計画等を添付すること。また、

添付した写し又はその内容を診療録に貼付又は記載すること。なお、算定対象が介護

老人保健施設である場合は、当該加算を算定した患者にあっては、その後6か月間、

当該加算は算定できない。

（17）「注8」の加算は、区分番号「BOO5－4」ハイリスク妊産婦共同管理料（I）が

算定されない場合であっても算定できる。

（18）「注9」に掲げる「専門医療械関」とは、鑑別診断、専門医療相蔽、合併症対応、

医療情報提供等を行うとともに、かかりつけの医師や介護サービス等との調整を行う

保険医療機関であること。

（19）「注10」に規定する認知症専門医療機関連携加算は、区分番号「BOO5－7」に

掲げる認知症専門診断管理料を算定する専門医療機関において既に認知症と診断され

た患者が、症状の増悪や療養方針の再検討を要する状態となった場合に、当該専門医

療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者の紹介を行った場合に算定す

る。

（20）「注11」に規定する措神科医連携加算については、身体症状を訴えて桔神科以外の

診療科を受診した患者について、当該精神科以外の診療科の医師が、その原因となり

うる身体疾患を除外診断した後に、うつ痛等の精神疾患を疑い、精神医療の必要性を

認め、患者に十分な説明を行い、同意を得て、清祥科を標梼する別の保険医療機関の

精神科に当該患者が受診する日（紹介した日より1月間以内とし、当該受診日を診療

録に記載すること。）について予約を行った上で、患者の紹介を行った場合に算定する。

（21）「注12」に規定する肝炎インターフェロン治療連携加算は、区分番号「BOO5－

8」に掲げる肝炎インターフェロン治療計画料を算定する専門医療機関において作成

された治療計画に基づいて行った診療の状況を示す文書を添えて、当該専門医療機関
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に対して当該患者の紹介を行った場合に算定する。
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（別紙様式12の2）

情報提供先市町村
平成　　年　月　日

市町村長殿
紹介元医療機関の所在地及び名称

電話番号
医師名

患児の氏名 �男・女　　平成　　年　　月　　日生 

傷病名 �（疑いを含む）　　　　　　　　　　　　その他の傷病名 

病状 既往症 治療状況等 父母の氏名 � 

父：　　　　　　　　　（　）歳　母：　　　　　　　　　　　（　）歳 
職業（　　　　　　）　　　　　　　　　　　職業（　　　　　　） 

住所 �電話番号　　　　　　　（自宅・実家・その他） 

退院先の 住所 �様方　電話番号　　　　　　　　（自宅・実家・その他） 

‾入退院百一 �入院日：・平成　年　月　　日　I退院（予定）日：平成　年　月　　日 

出生時の 状況 �出生場所：当院・他院 ��；家族構成 

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ��育児への支援者：無・有（） 

在　　胎：（　　　）週　単胎・多胎　（）子中（）子 
体重：（　　　　g）身長：（　　　め 
出生時の特記事項：無・有（　　　　　　　　　　　） 
妊娠中の異常の有無：無・有（　　　　　　　　　　） 
妊婦健診の受診有無：無・有（　回：　　　　　　） 

※以下の項目は、該当するものに〇、その他には具体的に記入してください 

児の状況 �発育・発達 �・発育不良・発達のおくれ・その他（　　　　　　　　　　　　） 情緒 �・表情が乏しい・極端におぴえる・大人の顔色をうかがう・多動　話し暴 ・身体接触を極轍こいやがる・多動・誰とでもべたべたする 

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

日常的世話の状況 �・健診、予防接種未受診・不潔・その他（　　　　　　　　　） 

養育者の 状況 �健康状態等 �・疾患（　　　　　　　　）・障害（　　　　　　　　　） ・出産後の状況（マタニティ・ブルーズ、産後うつ等）・その他（　　） 

こどもへの思い・態度 �・拒否的・無関心・過干渉・権威的　その他（　　　　　　） 

養育環境 �家族関係 �・面会が極端に少ない・その他（　　　　　　　　　　　　　） 同胞の状況 �：同胞に疾患（　　　　　　）・同胞に障 �書く　　　　　　　＿） 

養育者との分離歴 �・出産後の長期入院・施設入所等・その他（　　　　　　　　　） 

情報提供の 目的とその 理由 � 

＊備考　　1．必要がある場合は続紙に記載して添付すること。
2．本様式は、患者が18歳以下である場合について用いること。
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／（別紙様式12の3）

情報提供先市町村
平成　　年　月　日

市町村長殿
紹介元医療機関の所在地及び名称

電話番号

患者の氏名 �昭和“平成　年　　月　　日生 男・女一・　　　　　　（　　）叢 

職業（　　　　　　　　　　） 

傷病名 �（疑いを含む）　　　　　　　　　　その他の傷病名 

病状 ＿＿麿往症 治療状況等 � 

児の氏名 �男・女　　平成　　年　　月　　日生まれ 

住所 �電話番号　　　　　　（自宅・実家“その他） 

退院先の 住所 �様方　電話番号　　　　　　（自宅・実家・その他） 

入退院日 �入院日　‥平成・年　月　　日　i退院（予定）日・平成　年　月　日 

今回の �出産場所：当院・他院 ��家族構成 育児への支援者・無・有（） 

ー（　　　　　　　　　　　　　　） 

在　胎；（　　）遺　草胎・多胎（）子中（）子 
出産時の �体重：（　　　g）身長∴（　　　cm） 

状況 �出産時の特記事項：無・有（　　　　　　　　　） 

妊娠中の異常の有無：無・有（・　　　　　　　　） 
妊婦健診の受診有無 �：無・有（　回：　　　　　） 

※以下の項目は該当するものに0、その他には具体的に記入してください 

児の状況 �発育・発達 �・発育不良・発達のおくれ・その他（　　　　　　　　　） 
日常的世話の状況 �・健診、予防接種未受診・不潔・その他く　　　　　　　　つ 

養育環境 �家族関係 �・面会が極端に少ない・その他（　　　　　　　　　　　） 他の児の状況 �・疾患（　　　　　　　）・障害（　　　　　　　） 
こどもとの分離歴 �・出産後の長期入院・施設入所等・その他（　　　　　　　） 

情報提供の 目的とその 理由 � 

＊備考　1．必要がある場合は続紙に記載して添付すること。
2・本様式は患者が現に子供の養育に関わっている者である場合について用いること。
3・出産時の状況及び児の状況については、今回出産をした児のことについて記入すること。
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別添3

疑義解釈資料の送付について（抜粋）

（平成16年7月7日：厚生労働省保険局医療漂事務連絡）

【診療情報提供料】

間17保険医療機関が、児童福祉法第25条又は児童虐待防止法第6条に基づき 

通告を行う楊合（※）、診療情報提供料は算定できるか。 

（※）児童虐待防止法においてiま、「児童虐待を受けたと思われる児童」を発見した者は通告 

を行うこととされている。 

答児童福祉法第25条又は児童虐待防止法第6条に基づく通告は、医療機関のみ

ならず広く国民に課せられた義務であり、診療情報提供料は算定できない。

問18患者の同意が得られないが、市町村への情報提供の必要があると保険医療

機関が判断し、市町村へ情報提供した場合、本点数は算定できるか。

答患者の同意は診療情報提供料の算定要件であり、算定できない。

問1918歳以下の子どもが患者である場合、子どもの同意があれば、現に子どもの

養育に当たっている者の同意がなくても本点数は算定できるか。

答養育支援は現に子どもの養育に当たっている者に対して行われるものであり、現

に子どもの養育に当たっている者の同意がない場合は、本点数は算定できない。

間20市町村から保険医療機関が委託を受けて実施した健康診杏等の際に、保険 

医療機関が子どもの養育支援が必要な状態であると判断し、市町村に情報提供を 

行った場合、診療情報提供料は算定できるか。 

答市町村から委託を受けて実施した健康診査等に伴う情報提供であることから算

定できない。

間21別紙様式10は患者が「現に子どもの養育に関わっている場合」に用いること

となっているが、実母、実父以外でも算定できるのか。

答患者が保護者又は現に子どもの善書に関わっている同居人であって、養育支援

を必要としていれば、実母、実父に限らず算定できる。
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間22別紙様式9又は別紙様式

と想定しているのか。

10は、具体的にはどんなケースが算定対象となる

答患者が子どもである場合には、別紙様式9 により情報提供を行うこととなるが、例

えは患者が未熟児である、あるいは発達の遅れが見られるなどの場合であって、育

児や栄泰に関する指導、あるいは家事等の援助などの養育支援が特に必要と考えら

れる場合が想定される。また患者が養育者である場合には、別紙様式10により情報

提供を行うこととなるが、養育者が母親である場合には、例えばマタニティーブルーズ

や産後うつ等の結神疾患であり・育児に関する相談・指導等の養育支援が特に必要

と考えられる場合が想定される。

患者が父親など母親以外の者である場合ロは、その昔が統合失調症等の精神疾

患やアルコール依存症等の疾患や疲れやすい慢性の病気を有している培合や、育

児そのもの又はそれに加え経済的な問題や家庭不和などのストレスあるいはこれに

起因する慢性的なだるさなどにより受診しており、育児指導、あるいは家事援助等の

轟音支援が特に必要と考えられる場合が想定される。

問23養育支援とは何か。

答清潔の保持、栄養摂取、 生活環境整備など育児や栄養に関する相談”指導、子

どもの身体的及び情緒的発達に関する相談“指導あるいは育児負担を軽減するため

の家事援助、地域の子育て支援サービスの利用に関する助言“斡旋などが考えられ

る。

尋24各市町村がどのような養育支援のメニューを持っているかについてどこに確 

認すればよいか。 

答この様式による情報提供が円滑に行われるよう、厚生労働省雇用均等・児童豪 

庭局から各都道府県等の児童福祉主管部局及び母子保健主管部局に対し、市町村

における情報の受理窓口を医療機関に周知するよう通知したところである。

（通知名）「養育支援を必要とする家庭に関する医療機関から市町村に対する情報

提供について」（平成16年3月10日雇児総発第0310001号）

※文中別紙様式9及び10は、「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項につ
いて十（平成ゼ0－年も月－5日保医発第0806001号）一において、－それぞれ、一別紙様式12の2
及び12の3に変更された。
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雇児母発0401第1号

平成27年4月1日

母子保健主管部（局）長　殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長

く　　公　　印　　省　　略　）

妊婦に対する健康診盃についての望ましい基準の公布について（通知）

妊婦に対する健康診査についての望ましい基準（平成27年厚生労働省告示第

226号。以下「告示」という。）が3月31日付けで公布されたところですが、こ

の告未の制定の趣旨等は下記のとおりですので、御了知の上、貴管内の関係者

に対して遅滞なく周知し、その運用に遺漏のないよう配意願います。

また、告示の制定及び本通知の施行に伴い、「妊婦健康診盃の実施について」

（平成21年2月27日付け雇児母発第0227001号厚生労働省雇用均等“児童家庭局

母子保健課長通知）は廃止します。

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項の規

定に基づく技術的助言であることを申し添えます。

記

第1　制定の趣旨

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第59条第13号において、市

町村が義務として行う地域子ども“子育て支援事業の一つとして、「母子保

健法（昭和40年法律第141号）第13条第1項の規定に基づき妊婦に対して健

康診盃を実施する事業」が定められた。これに伴い、母子保健法第13条第2

項として「厚生労働大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診盃につい

ての望ましい基準を定めるものとする。」という規定が追加されたため、当

該規定に基づき、妊婦に対する健康診査（以下「妊婦健康診査」という。）

についての望ましい基準を定め、市町村による妊婦健康診盃の適切な実施を

図るためのものであること。
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第2　告示の内容

1妊婦健康診盃の実施時期及び回数

（1）市町村は、次のイからハまでに掲げる頻度で妊婦健康診盃を行い、妊

婦一人につき、出産までに14回程度行うものとすること。

イ　妊娠初期から妊娠23週まで　おおむね4週間に1回

口　妊娠24週から妊娠35週まで　おおむね2週間に1回

ハ　妊娠36週から出産まで　おおむね1週間に1回

（2）市町村は、妊婦一人につき1個程度の妊婦健康診香の実施に要する費

用を負担するものとすること。

2　妊婦健康診盃の内容等

（1）市町村は、各回の妊婦健康診杏においては、次に矧ずる事項について

実施するものとすること。

イ　問診、診察等

妊娠道教に応じた問診、診察等により、健康状態を把握するものとす

ること。

口　検査

子宮店長、腹囲、血圧、浮腫、尿（穂及び蛋白）、体重等の検査を行

うものとする。なお、初回の妊婦健康診杏においては、身長の検査を行

うものとすること。

ハ　保健指導

妊娠中の食事や生活上の注意事項等について具体的な指導を行うと

ともに、妊婦の精神的な健康の保持に留意し、妊娠、出産及び育児に対

する不安や悩みの解消が図られるようにするものとすること。

（2）

市町村は、（1）に掲げるもののほか、必要に応じた医学的検査を妊娠期間

中の適切な時期に実施するものとすること。医学的検査については、次の

表の左欄に掲げる検査の項目の区分に応じ、それぞれ右棚に掲げる妊娠週

数及び回数を目安として行うものとすること。

検査の項目 �妊娠週数及び回数の目安 

血液型等の検査（ABO血液型、 Rh血液型及び不規則抗体に係る もの） �妊娠初期に1回 

B型肝炎抗原検査 

C型肝炎抗体検査 

HIV抗体検査 
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梅毒血清反応検査 � 

風疹ウイルス抗体検査 

血糖検査 �妊娠初期に1回及び妊娠24週から 妊娠35週までの間に1回 

血算検査 �妊娠初期に1回、妊娠24週から妊 娠35週までの間に1回及び妊娠36 週から出産までの間に1回 

HTLV－1抗体検査 �妊娠初期から妊娠30週までの間に 1回 

子宮頭がん検診（細胞診） �妊娠初期に1回 

超音波検査 �妊娠初期から妊娠23週までの間に 2回、妊娠24週から妊娠35週まで の間に1回及び妊娠36週から出産 までの間に1回 

性器クラミジア検査 �妊娠初期から妊娠30週までの間に 1回 

B群溶血性レンサ球菌（GBS） �妊娠33週から妊娠37週までの間に 

検査 �1回 

（3）妊婦健康診盃の内容等については、（1）及び（2）のほか、「母性・乳幼児

に対する健康診査及び保健指導の実施について」（平成8年11月20日付

け児発第934号厚生省児童家庭局長通知）の「第4　妊娠時の母性保護」

を踏まえること。

3　市町村の責務

（1）市町村は、妊婦健康診杏の受診の重要性について、妊婦等に対する周

知“広報に努めるものとすること。

（2）市町村は、里帰り先等において妊婦健康診盃を受診する妊婦の経済的

負担の軽減を図るため、妊婦の居住地以外の病院、診療所又は助産所と事

前に契約を行う等の配慮をするよう努めるものとすること。

（3）市町村は、妊婦健康診杏を実施する医療機関等との連携体制を構築し、
、養育支援を必要とする妊婦に対し、適切な支援を提供するよう努めるもの

とすること。その際には、「妊娠”出産“育児期に養育支援を特に必要と

する家庭に係る保健“医療“福祉の連携体制の整備について」（平成23年

7月27日付け雇児総発0727第4号”居児母発0727第3号厚生労働省雇

用均等・児童家庭局総務課長“母子保健課長連盟通知）及び「養育支援を

特に必要とする家庭の把握及び支援について」（平成24年11月30日付け
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雇児総発1130第1号“雇児母発1130第1号厚生労働省雇用均等“児童家

庭局総務課長・母子保健課長連名通知）を踏まえること。

第3　適用期日

この告示は、子ども“子育て支援法の施行の日（平成27年4月1日）から

施行すること。
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各欝

雇児終発第0331003号

平成20年3月　31日

児童福祉主管部（局）長・母子保健主管部（局）長殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課

妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る

保健医療の連携体制について

厚生労働省で把握した児童虐待による死亡事例においては、0歳児が多くを占めてい

るが、その背景には、母親が妊娠期に悩みを抱えていたり、産後うつなどがあるものと考え

られている。こうしたことからは、子育てを支援し、ひいては児童虐待を予防するため、妊

娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭を早期に把握し、地域の実情に応じ

医療機関から市町村保健センター等保健機関への情報提供や相互の連携体制を整備

することが必要と考えられる。

このため、今般、このような養育支援を特に必要とする家庭に対して、医療機関と保健

機関の間で効果的に情報提供・共有するための連携体制のあり方を下記のとおり取りまと

めたので、各都道府県におかれては、これを管内市町村並びに医療機関に周知するとと

もに、連携体制の整備にご尽力願いたい。

なお、体制整備に当たっては、「母子保健医療対策等総合支援事業の実施について」

（平成20年3月31日雇児発第0331010号雇用均等・児童家庭局長通知。別添l）の「子

どもの心の診療拠点病院機構推進事業」における連携の仕組みを活用するなど工夫した

取組をお願いする。

また、情報提供の対象となる家庭について、医療機関が市町村に対して情報提供を行

う場合には、「養育支援を必要とする家庭に関する医療機関から市町村に対する情報提

供について」（平成16年3月10日雇児発第0310001号雇用均等・児童家庭局総務課長

通知。別添2）において、情報提供を行った医療機関は、診療情報提供料として診療報酬

上の算定ができることとしているが、今般の診療報酬改定に伴い、「診療報酬の算定方法

の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成20年3月5日保医発0305001号保険局

医療課長・歯科医療管理官通知。別添3）により、留意事項及び様式番号が変更されてい

るので、念のため申し添える。さらに、この取扱いに当たっては「疑義解釈資料の送付に

ついて」（平成16年7月7日保険局医療課事務連絡。別添4）を併せて参考にされたい。

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項の親定に

基づく技術的な助言である。
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記

1．日的

医療機関が妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭を把握した場合、市

町村に対し情報提供を行い、市町村が早期に家庭への養育支援を開始することにより、

家庭の養育力の向上を目指すとともに、ひいては児童虐待の未然防止に資することを目

的とする。

2．情報提供の対象となる家庭

医療機関が市町村に対して情報提供を行う対象となる家庭は、別表に示す項目に該当

する保護者又は子どもがいる家庭などのうち、医療機関において、早期に養育支援を行う

ことが特に必要であると判断した家庭、又はその出産後の養育について出産前におい

て養育支援を行うことが特に必要であると判断した妊婦を対象とする。

なお、医療機関において、児童虐待を受けたと思われる子どもを把握した場合には、

児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法と陀い

うo）に基づき、市町村の虐待対応窓口、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談

所に通告を行う。

3．各関係機関の役割

都道府県、市町村保健機関及び医療機関の役割は以下の（l）から（3）に示すとおりで

ある。なお、医療機関による保健践関に対する情報提供については「養育支援を必要と

する家庭に関する医療機関から市町村に対する情報提供について（平成16年3月10

日雇児総発第0310001号雇用均等・児童家庭局総務課長通知）」に基づきこれを実施す

ることにより、情報提供を行った医療機関は診療情報提供料として診療報酬上の算定が

できるものである。

（1）都道府県

①都道府県は地域における保健医療の連携体制についての企画を行うととも

に、管内の各関係機関に対して実施に当たっての調整を行う。なお、母子保健

医療対策等総合支援事業の「子どもの心の診療拠点病院機構推進事業」（平

成20年3月31日雇児発第0331010号雇用均等・児童家庭局長通知）を実施

する場合は、その拠点病院がこれを行うこともできる。

②都道府県においては、情報提供のあった事例及びその後の対応状況等を把

捏する。また、必要な事項について連携体制の改善を行う。

③体制整備に当たっては、「子どもの心の診療拠点病院機構推進事業」における

連携の仕組みを活用し、情報提供の判断に迷う事例について拠点病院が地

域の医療機関に対して助言を行うなどの取組を検討する。
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（2）市町村

ア市町村保健担当部署（保健機関を含む）の役割

①本通知を参考とした保健医療の連携体制について、都道府県との連絡調整を

行う。

②医療機関から情報提供のあった事例及びその後の対応状況等について取りま

とめ、都道府県に報告を行う。

イ市町村保健機関の役割

医療機関から情報提供があった場合、当該情報提供に係る家庭が子どもを守

る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会。以下「地域ネットワーク」とい

う。）の対象ケースに該当しているか否かを確認する。

地域ネットワークの対象ケースに該当している場合、必要に応じて地域ネットワ
ークにおいて支援内容を見直し、対応することとし、対象ケースに該当していな

い場合には、以下により対応する。

①対象家庭に対して、妊産婦訪問や新生児訪問、生後4か月までの全戸訪問事

業（こんにちは赤ちゃん事業）、育児支援家庭訪問事業等による家庭訪問を実

施する。

②①の結果に基づき、養育に関する問題を明らかにし、必要な養育支援を実施

する。

③②の訪問結果及び必要な支援内容について医療機関に情報提供し、医療機

関と情報共有するとともに、必要な場合には連携して対応を行う。

④①から③の対応を講じていく中で必要があると認められる場合、地域ネットワー

クにおける支援内容に関する協議や児童相談所への送致を行う。

⑤医療機関から情報提供を受ける等の窓口は市町村の保健機関とするが、医療

機関から情報提供があった場合の対応は、保健担当部署（保健機関を含む。）

と児童福祉担当部署が連携して実施するものとする。なお、市町村は地域の医

療機関に対して、当該市町村において実施している母子保健サービスについ

て情報提供を行う。

（3）医療機関

①医療機関は、保健機関に情報堤供しようとする場合、対象者に対して当該情報

提供の概要を説明するとともに、居住している市町村の養育支援を受けること

が心理的・身体的負担を軽減し、ひいては養育力の向上につながることを説明

し同意を得る。

②医療機関は、情報提供の対象となる患者が子どもの場合は別添3様式12の2

に、母親の場合は別添3様式12の3に必要な事項を記載し、患者が居住する

市町村の保健楼蘭こ情報提供を行う。
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③その後、医療機関は市町村と情報を共有するとともに、必要に応じて連携して

子どもと保護者に対する医療の提供を行うoこの場合、医療機関の規模や機能

に応じて、情報把握や記録、対象者への説明、保健機関との連絡等の窓口と

なる部署や担当者を事前に決めておくことが望ましい。

④①の情報提供の同意が得られない場合、医療機関は患者に対して、当該患者

が居住する地域の母子保健サービス等について情報提供を行うなど適切に対

応する。

⑤児童虐待を受けたと思われる子どもを把渥した場合には、児童虐待防止法に

基づき市町村の虐待対応窓口、あるいは都道府県の設置する福祉事務所又

は児童相談所に通告を行う。
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別添1

（抄）

雇児発第0823001号

平成17年8月23日
一部改正　雇児発第1011007号

平成18年10月11日
一部改正　雇児発第0514002号

平成19年5月14日
一部改正　雇児発第0331010号

平成20年3月31日

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

母子保健医療対策等総合支援事業の戴勘こついて

母子保健医療対策車業について、この度、母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱を

別紙のとおり定め、平成17年4月1日から適用することとしたので御了知の上、本事

業の実施につきお願いする。

なお、本通知の施行に伴い、母子保健強化推進特別事業の実施について（平成8年5月

10日児発第485号厚生省児童家庭局長通知）、新生児聴覚検査の実施について（平成

12年10月20日児発第834号厚生省児童家庭局長通知）、疾病により長期にわたり

療養を必要とする児童に対する療育指導について（平成9年4月1日児発第250号厚生

省児童家庭局長通知）、生涯を通じた女性の健康支援事業の実施について（平成8年5月

10日児発第483号厚生省児童家庭局長通知）、特定不妊治療費助成事業の実施につい

て（平成16年3月31日雇児発第033・1008号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

通知）、周産期医療対策整備事業の実施について（平成8年5月10日児発第488号厚

生省児童家庭局長通知）は、廃止する。
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別紙

母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱

第1趣旨

近年の少子化、核家族化、女性の社会進出等に伴い、一子どもが健やかに生まれ育つ

ための環境づくりの推進を図ることは重要な課題であり、その中心的役割を担う母子

保健医療対策の充実強化が求められている。

母子保健医療対策等総合支援事業は、このような課題に対応し、次世代育成支援対

策の推進等に必要な総合的な施策を実施するものである。

第2　事業内容

1子どもの心の診療拠点病院機構推進事業

（l）事業目的

様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達障害に対応するため、都道府県におけ

る拠点病院を中核とし、地域の医療機関並びに児童相談所、保健所、市町村保健セ

ンター、要保護児童対策地域協議会、発達障害者支援センター、児童福祉施設及び

教育機関等（以下「保健福祉関係機関等」という。）と連携した支援体制の構築を

図る。

なお、本事業悦子どもの心の診療拠点病院としての施設及び設備基準、地域の

医療機関及び保健福祉関係機関等との連携体制等について検討するため、試行的に

実施するものである。

（2）実施主体

本事業の実施主体は、都道府県とする。

（3）事業内容

都道府県は次に掲げる事業を実施するものとし、3年を限度に補助するものと

する。

＿①＿子どもの心の診療支援（連携）事業

ア　地域の医療機関から相談を受けた様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達

障害の症例に対する診療支援

イ　地域の保健福祉関係機関等から相談を受けた様々な子どもの心の問題、児童

虐待や発達陪害の症例に対する医学的支援

ウ　問題行動事例の発生時における医師等の派遣

工　地域の保健福祉関係機関等との連携会議の開催

②　子どもの心の診療関係者研修事業

ア　医師及び関係専門職に対する実地研修等の実施

イ　地域の医療機関及び保健福祉関係機関等の職員等に対する講習会等の開催

③　普及啓発・情報提供事業

子どもの心の診寮に関する臆報を幅広く収集し、地域の医療機関、保健福祉関

係機関等及び地域住民に対して、ホームページ等により適切な情報を堤供すると

ともに、子どもの心の問題について普及啓発を図る。
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（4）その他

本事業の実施にあたっては、中央拠点病院と連携を図り、適切な運営に努めるこ

と。

第3　国の助成

母子保健医療対策等総合支援事業の各事業に要する経費については、国は予算の範

囲内において別に定めるところにより補助することができるものとする。

ただし、法律、政令、省令等に基づき他から国庫補助金が交付される事業は対象か

ら除外する。

第4　事業計画

この実施要綱に基づく各事業を実施する場合には、8iJ紙様式による事業計画を策定

し、別に定める期日までに厚生労働大臣に遼出すること。
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別添2

各欝〕 児童福祉主管部（局）長

母子保健主管部（局）長

雇児終発第0310001号

平成16年3月10日

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務操

養育支援を必要とする家庭に関する医掠機関から市町村に対する情報提供について

子どもの健全育成を図る上で、「養育支援を必要とする家庭」を的確に捏造し、適時適切な支

援を行うことは重要な取組であるが・こうした取組は子どもに対する虐待の予防にも資するもので

ある。

このため、平成16年度予算（彙）‘においても育児支援家庭訪問事業を新たに創設するなど、養

育支援が必要な家庭に対する支援の充実を図ることで虐待の予防を目指しているが、支援を必

更ける家庭を早期に把握するためには、家庭と接点を有する様々な関係機関からの情報提供

を促してuくことが必要である。＿　＿

中でも医療機関は出産前後の健診や、子靴や養育者の疾患等はる受診を契機として、支

援が必要と思めれる家庭と接点を持つことが多いことから、医寮機関の積極的な情報提供は「養

育支援を必要とする家庭」の早期把握のために重安である。

こうした医寮機関から地域の保健福祉を担う市町村等に対する診療僧報の提供については

従来から診寮情報提供料として診察報酬上の評価が行われ、保健福祉サービスを必要とする要

介護高齢者を念頭に置いた情報提供の様式が示されてきたところであるが、以上のような子ども

の養育支援の重要性に鑑み、本年4月から実施される診療報酬改定はり、子どもの養育支援を

念頭に置いた情報提供の様式が新たに別紙様式9・10として示されることとなった。なお、別添様

式9は患者が18歳以下の子どもの場合に用いられる様式であり、別紙様式10は患者が母親の場

合に用いられる様式である。（別添参照）

ついてはこうした情報提供が聞剛こ行われるよう市町村における情報の受理窓口を医寮機関

に周知するとともに、この改元に伴い柳が予想される医簾機関からの情報を積極的に活用し、

的確な養育支援が行われるよう各都道府県内の市町村に対し周知願いたい。

またこうした情報を受け、限られた資源の中で効果的な養育支接を行っていくためには市町村

虐待防止ネットワーク等を活用し、養育支援に必要な情報集約や、関係支援機関の情報共有の

円滑化を図ることで、共通認識にもとづいた支援計画を作成し、明確な役割分担のもと協働支援

を行っていくための体制整備が重要である。

なお、上記の診療情報の提供は患者の同意を得て行われるものであるが、同意が得られない

場合であっても、疾病等の状況如何によっては、保護者に子どもを監護させることが不適当である

と認められ、児童福祉法第25条の規定はる児童相談所又は福祉事務所に対する通告が必要と

なる場合もあることについて、併せて医療機関に対し周知煩いたい。

おって本通知については、厚生労働省保険局医療課と協議済みである。
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別添3

地方社会保険事務局長

都道府県民生主管都（局）

国民億康保険主管課（都）長

都道府県老人医療主管都（局）

高齢者医療主管繰（部）長

（抄）

殿保医発第0305001号

平成20年3月　5　日

厚生労働省保険局医療操長

厚生労働省保険局歯科医療管理官

診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について

標記については本日、「診療報酬の算定方法を定める件」（平成約年厚生労働省告示第59号）等

が公布され、平成20年4月1日より適用されることとなったところであるが、実施に伴う留意事

垣は、医科診療報酬点数表については別添1、歯科診療報酬点致表については別添2及び調剤報

酬点数表については別添3のとおりであるので、その取扱いに遺漏のないよう貫管下の保険医療

機関及び審査支払機関等に対し、周知徹底を図られたい。

従前の「診察報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の宮意事項について」（平成18年3月6日

保医発第0306001号）は平成20年3月31日限り廃止する。

別添1

医科診療報酬点教表に関する事項

第2章　特掲診療科

第1割　医学管理等

BOO9　診療情報提供料（I）

ー29－



（l）診療情報提供料（I）は、医療機関間の有機的連携の強化及び医療機関から保険薬局

又は保健“福祉関係機関への診療情報提供機能の評価を目的として設定されたもので

あり、両者の患者の診療に関する情報を相互に提供することにより、継続的な医療の

確保・適切な医療を受けられる機会の増大、医療・社会資源の有効利用を図ろうとす

るものである。

（2）保険医療椋関が、診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、

その同意を得て当該機関に対して、診察状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った

場合に算定する。

（3）紹介に当たっては、事前に紹介先の機関と調整の上、下記の紹介先機関ごとに定め

る様式又はこれに準じた様式の文書に必要事項を記載し、患者又は紹介先の機関に交

付する。また、交付した文書の写しを診療録に添付するとともに、診療情報の提供先

からの当該患者に係る問い合わせに対しては、懇切丁寧に対応するものとする。

ア　イ及びウ以外の場合　　　　　　　　　　別紙様式11

イ　市町村又は措定居宅介護支援事業者等　別紙様式12から別紙様式12の3

ウ　介護老人保健施設　　　　　　　　　　別紙様式13

（4）当核情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある機関に情報提供が行われた場

合や、市町村等が開設主体である保険医療機関が当該市町村等に対して情報提供を行

った場合は舞定できない。

（5）A保険医療機関には、検査又は画像診断の設備がないため、B保険医療機関（特別

の関係にあるものを除く。）に対して、診療状況を示す文書を添えてその実施を依頼

した場合には、診療情報提供料（I）は算定できる。

（6）（5）の場合において、B保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとど

まる場合には、B保険医療機関においては、診療情報提供料（I）、初診料、検査料、

画像診断料等は算定できない。なお、この場合、検査料、画像診断料等を算定するA

保険医療機関との間で合議の上、費用の精算を行うものとする。

（7）（5）の場合において、B保険医療楼閣が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を

受け、その結果をA保険医療機関に文書により回答した場合には、診療情報提供料
●（I）を算定できる。なお、この場合に、B保険医療枝関においては、初診料、検査料、

画像診断料等を算定でき、A保険医療機関においては検査料、画像診断料等は算定で

きない。

（8）提供される情報の内容が、患者に対して交付された診断書等であって、当該患者よ

り自責を徴収している場合、意見婁等であって、意見書の交付について診療報酬又は

公費で既に相応の評価が行われている場合には、診療情報提供料（I）は募定できない。

（9）下記のア、イの場合については、患者1人につき月1回に限り、所定点数を算定す

る。また、いずれの場合も診察情報の提供に当たって交付した文書の写しを診寮録に

添付する。

ア　区分番号「COOl」在宅患者訪問診療科を算定すべき訪問診療を行っている保

険医療機関が、患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、当該患者に対して

継続して区分番号「COO5」在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号「COO5
‾1－2」居住系施設入居者等訪問看護・指導料を算定すべき看護若しくは指導又
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は区分番号「COO6」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定すべき

指導管理を行っている別の保険医療機関に対して、診療日、診療内容、患者の病状、

日常生活動作能力等の診療情報を示す文吉を添えて、当該患者に係る療養上必要な

情報を提供した場合

イ　区分番号「COO5」在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号rCOO5－1－

2」居住系施設入居者等訪問看護・指導料を算定すべき看護若しくは指導又は区分

番号「COO6」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定すべき指導管

理を行っている保険医療機関が、患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、

別の保険医療機関に対して・病歴、診察内容、患者の病状等の診療状況を示す文書

を添えて、当該患者に係る療養上必要な情報を提供した場合

（10）診療情報の提供に当たり、レントゲンフイルム等をコピーした場合には、当該レン

トゲンフイルム等及びコピーに係る費用は当核情報提供料に含まれ、別に算定できな

い。

（11）「注2」に掲げる「市町村」又は「指定居宅介護支援事業者等」に対する診察情報

提供は、入院患者については、退院時に患者の同意を得て退院の日から2週間以内に

診療情報の提供を行った場合にのみ箕定する○この場合においては、家庭に復帰する

患者が対象であり、別の保険医掠機関、社会福祉施設、介護老人保健施設等に入院若

しくは入所する患者又は死亡退院した患者についてその診察情報を市町村又は措定居

宅介護支援事業者等に提供しても、診察情報提供料（重）の算定対象とはならない。

（12）「注2」に掲げる晴町村又は介護保険法第46条第1項の規定により都道府県知事

が指定する措定居宅介護支援事業者等」とは、当核患者の居住地を管轄する市町村

（鰯Ij区を含む。以下同じo）、保健所若しくは精神保健福祉センター又は指定居宅

介護支援事業者若しくは地域包括支援センターをいう。また、「保健福祉サービスに

必要な僧報」とは、当核患者に係る健康教育、健康相接、機能訓練、訪問指導等の保

健サービス又はホームヘルプサービス、ホームケア促進事業、ショートステイ、デイ

サービス、日常生活用具の給付等の介護保険の居宅サービス若しくは福祉サービスを

有効かつ適切に実施するために必要な診療並びに家庭の状況に関する情報をいう。

（13）「注3」については、在宅での療養を行っている疾病、負傷のため通院困難な患者

（以下「在宅患者」という。）に対して、適切な在宅医療を確保するため、当骸患者

の選択する保険薬局の保険薬剤師が、訪問薬剤管理指導を行う場合であって、当該患

者又はその看護等に当たる者の同意を得た上で、当該保険薬局に対して処方せん又は

その写しに添付して、当骸患者の訪問薬剤管理指導に必要な診療情報を提供した場合

に算定する。この場合において、交付した文書の他、処方せんの写しを診療録に添付

する。

なお、処方せんによる訪問薬剤管理指導の依頼のみの場合は診察情報提供料（I）は算

定できない。

（14）「注4」については、精神障害者である患者であって、次に掲げる施設に入所して

いる患者又は介護老人保健施設（当核保険医療機関と同一の敷地内にある介護老人保

健施設その他これに準ずる介護老人保健施設を除く。「注5」において同じ。）に入

所している患者の診療を行っている保険医療機関が、診療の結果に基づき、患者の同
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意を得て、当該患者が入所しているこれらの施設に対して文書で診療情報を提供した

場合に算定する。

ア　グループホーム及びケアホーム（障害者自立支援法第5条第10項に規定する共同

生活介護を行う事業所及び同条第16項に規定する共同生活援助を行う事業所をい

う。）

イ　障害者支援施設（障害者自立支授法第5条第12項に規定する障害者支援施設をい

い、日中活動として同条第6項に規定する生活介護を行うものを除く。）

ウ　障害者自立支援法施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第6条の7第2項に

規定する自立訓練（生活訓練）を行う事業所

工　障害者自立支援法第5条第14項に規定する就労移行支援を行う事業所

オ　障害者自立支援法第5条第15項に規定する就労継続支援を行う事業所

力　障害者自立支援法第5条第22項に規定する福祉ホーム

キ　障害者自立支援法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営することがで

きることとされた精神保健福祉法第50条の2第l項に規定する精神障害者社会復嘱

施設

（15）「注6」に掲げる「老人性認知症センター等」とは、認知症の症状にある患者の鑑

別診断、治療方針の選定等を行うものとして、都道府県知事が指定した保険医療機関

等をいうものであり、その取扱いについては、「老人性認知症センター事業実施要

綱」（平成元年7月11日付億医発第850号）等を参考とし、都道府県精神保健主管課

（部）と連絡を勘こするものであること。

（16）「注7」に掲げる退院患者の紹介に当たっては、心電図、脳波、画像診断の所見等

診寮上必要な検査結果、画像情報等及び退院後の治療計画等を添付すること。また、

添付した写し又はその内容を診療録に貼付又は記載すること。なお、算定対象が介護

老人保健施設である場合は、当該加算を算定した患者にあっては、その後6か月間、

当該加算は算定できない。

（17）「注8」の加算は、区分番号「BOO5－4」ハイリスク妊産婦共同管理料（I）が

算定されない場合であっても算定できる。

（18）「注9」に掲げる「専門医療機関」とは、鑑別診断、専門医療相談、合併症対応、

医療愉執提供等を行うとともに、かかりつけの医師や介護サービス等との調整を行う

保険医療機関であること。

（19）r注10」の加算については、身体症状を訴えて精神科以外の診療科を受診した患者

について、当該精神科以外の診療科の医師が、その原因となりうる身体疾患を除外診

断した後に、うつ病等の精神疾患を疑い、精神医寮の必要性を認め、患者に十分な説

明を行い、同意を得て、精神科を横棒する別の保険医療機関の精神科に当該患者が受

診する日（紹介した日より1月間以内とし、当該受診日を診療録に記載すること。）

について予約を行った上で、患者の紹介を行った場合に算定する。
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（別紙様式12の2）

情報提供先市町村
平成　　年　月　日

市町村長殿
紹介元医療桜関の所在地及び名称

電話番号

患児の氏名 �男・女　　平成　年　月　　日生 

傷病名 �（疑いを含む）　　　　　　　　　　その他の傷病名 

病状 既往症 治寮状況等 父性の氏名 � 

父：　　　　　　　（　）歳　母；　　　　　　　　　（　）歳 
職業（　　　　）　　　　　　　　職業（　　　） 

住所 �電話番号　　　　　　（自宅・実家・その他） 

退院先の 住所 �様方　電話番号　　　　　（自宅・実豪・その他） 

入退院日 �入院日：平成　年i月　　日　I退院（予定）日：平成　年　月　日 

ー出生時の 　状況 �出生場所∴　当院・他院 ��家族構成 育児への支援者・無・有（） 
（　　　　　　　　　　　　　　） 

在　胎：－（　　）遺　草胎・多胎（）子中（）子 
体重：（　　　g）身長：（　　　億） 
出生時の特記事項：無・有（　　　　　　　　　） 
妊娠中の異常の有無：無・有（　　　　　　　　　） 
妊婦健診の受診有無‥　無・有－（　回：　　　　　） 

※以下の項目は、該当するものに〇、その他には具体的に記入してください 

児の状況 �発育・発達 �・発育不良・発達のおくれ・その他（i　　　　　　　） 情緒 �・表情が乏しい・極端におびえる・大人の顔色をうかがう・多動・乱暴 ・身体接触を極端にいやがる・多動・誰とでもべたべたする 

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　i） 

日常的世話の状況 �・健診、予防接種未受診・不潔・その他（　　　　　　　） 

養育者の 状況‾ �健康状態等 �・・疾患（　　　　　　　）・障害（　　　　　　　） ・出産後の状況（マタニティ・ブルーズ、産後うつ等）・その他（　） 

こどもへの思い・態度 �・拒否的・無関心・過干渉・権威的・その他（　　　　　） 

養育環境 �豪族関係 �ー面会が極端に少ない・その他（　　　　　　　　　　） 同胞の状況 �・同胞に疾患（　　　　）・同胞に障害（　　　　　） 
養育者との分離歴 �・出産後の長期入院・施設入所等i”その他（　　　　　　） 

情報提供の 目的とその 理由 � 

＊備考　　1・必要がある場合は続紙に記載して添付すること。
2・本様式は、患者が18歳以下である場合について用いること。
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（別紙様式12の3）

情報提供先市町村
平成　　年　月　日

市町村長　殿
紹介元医療機関の所在地及び名称

電話番号

患者の氏名 �昭和・平成　年　月　　日生 男・女　　　　　　　　（　　）歳 
職業（　　　　　　　　　） 

庫病名 �（疑いを含む）　　　　　　　　　　その他の傷病名 

病状 既往症 治療状況等 � 

児の氏名 �男・女　　平成　　　年　　月　1日生まれ 

ー住所－ �電話番号　　　　　　　（自宅・実家・その他） 

退院先の 住所 �様方　電話番号　　　　　　（自宅・実家・その他） 

入退院日 �入院日：平成　年　月　　日　i退院（予定）日：平成．年　月　日 

今回の �出産場所：当院・他院 ��家族構成 育児への支援者＼無・有（） 
（　　　　　　　　　　　　　　　） 

在　胎∴（　　）週　母胎・多胎（）子中（）子 
出産時の �体重：（　　　g）身長：（　　　調） 
状況 �出産時の特記事項：無・有（　　　　　　　　　　つ 

妊娠中の異常の有無：無・有（　　　　　　　　　） 
妊婦健診の受診有無：無・有（　回：　　　　　） 

※以下の項目は、該当するものに〇、その他には具体的に記入してください 

児の状況 �発育・発達 �・発育不良・発達のおくれ・その他（・　　　　　　　　　） 
日常的世話の状況 �・健診、予防接種未受診・不潔・その他（　　　　　　　） 

養育環境 �豪族関係 �・面会が極端に少ない・その他（　　　　　　　　　　　） 他の児の状況 �・疾患（　　　　　　　）・障害（　　　　　　　） 
こどもとの分離塵 �・出産後の長期入院・施設入所等・その他（・　　　　　　　） 

情報提供の 目的とその 理由 � 

〇・質」‘書く▲ノ‾q・′’J”電虞）口id・賀ワ9何へiLpL置場し・し録Ml、」？e←－⊂〇　　　　　　　　　　　　　一‾

2・本様式は、患者が現に子供の養育に関わっている者である場合について用いること。
3・出産時の状況及び児の状況については、今回出産をした児のことについて記入すること。
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別添4

薙義解釈資料の送付について（抜粋）

（平成16年7月7日：厚生労働省保険局医療課事務連絡）

【診療情報提供料】

問17保険医療機関が、児童福祉法第25 条又は児童虐待防止法第6 条に基づき
通告を行う場合（※）、診療情報提供料は算定できるか。

（※）児童虐待防止法Iこおいてiま・「児童虐待を受けたと思われる児童」を発見した者は通告

を行うこととされているd

答児童福祉法第25 条又は児童虐待防止法第6 条に基づく通告は、
ならず広く国民に課せられた義務であり・診療情報提供料は算定できない。

医療機関のみ

間18患者の同意が得られないが・市町村への情報提　　　　　　医療 

機関が判断し・市町村へ情報提供した場合、本点数は算定できるか o 答患者の同意は診療情報提供料の算定要件であり、算定できない。 

間1 �18歳以下の子どもが患者である場合、子どもの同意があれば現に子どもの 

養育 �こ当たっている者の同意がなくても本点数は算定できるか。． 

答養 �育支援は現に子どもの養育に当たっている吉に対して行われるものであり、現 

に子どもの養育に当たっている者の同意がない場合は、本点数は算定できない。

問20市町村から保険医療機関が委託を受けて実施した健康診室等の際に、保険 

医療機関が子どもの養育支接が必要な状態であると判断し、市町村iこ情報提供を 

行った場合、診療情報提供料は算定できるか。 

答市町村から委託を受けて実施した健康珍重等に伴う情報提供であることから算 

間21別紙様式10は患者が「現に子どもの養育に関わっている楊合」に用いること 

となっているが、実母、実父以外でも算定できるのか。 

答患者が保護者又は現に子どもの養育に関わっている同居人であって、養育支援 

を必要としていれば実母、実父に限らず算定できる。 
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問22　別紙様式 9又は別紙様式10は、具体的にはどんなケースが算定対象となる

と想定しているのか。

答患者が子どもである場合には、別締様式9 により情報提供を行うこととなるが、例

えは患者が未熟児である、あるいは発達の遅れが見られるなどの場合であって、育

児や栄養に関する指導、あるいは家事等の援助などの養育支援が特に必要と考えら

れる堪合が想定される。また患者が養育者である場合には、別紙様式10により情報

提供を行うこととなるが、養育者が母親である場合には、例えばマタニティーブルーズ

や産後うつ等の精神疾患であり、育児に関する相談”指導等の養育支援が特に必要

と考えられる場合が想定される。

患者が父親など母親以外の者である場合には、その者が統合失調症等の精神疾

患やアルコール依存症等の疾患や疲れやすい慢性の病気を有している場合や、育

児そのもの又はそれに加え経済的な問題や家庭不和などのストレスあるいはこれに

起因する慢性的なだるさなどにより受診しており、育児指導、あるいは家事援助等の

岩音支援が特に必要と考えられる場合が想定される。

間23養育支援とは何か。

答清潔の保持、栄養摂取、 生活環境整備など育児や栄養に関する相談・指導、子

どもの身体的及び情緒的発達に関する相談・指導あるいは育児負担を軽減するため

の家事援助・地域の子育て支援サービスの利用に関する助言”斡旋などが考えられ

る。

間24各市町村がどのような養育支援のメニューを持っているかについてどこに確 

認すればよいか。， 

答この様式による情報提供が円滑に行われるよう、厚生労働省雇用均等“児童家 

庭局から各都道府県等の児童福祉主管部局及び母子保健主管部局に対し、市町村

における情報の受理窓口を医療機関に周知するよう通知したところである。

（通知名）「養育支援を必要とする家庭に関する医療機関から市町村に対する情報

提供について」（平成16年3月10日雇児総発第0310001号）

※文中別紙様式9及び10は、別添3「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事
項について」（平成20年3月5日保医発第0305001号）において、それぞれ、別紙様式12
の2及び12の3に変更された。
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L児家庭全戸訪問事業

1．事業目的

すべての乳児のいる家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その居宅において

様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が

必要な家庭に対しては適切なサービス提隣に結びつけることにより、地域の中で子ども

が健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とした、広く一般を対象とした子育て

支援事業である。

2．対象者

原則として生後4か月を迎えるまでの、すべての乳児のいる家庭を事業の対象とする。

ただし、生後4か月を迎えるまでの間に、健康診盃等により乳児及びその保護者の状況

が確認できており、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない

場合は対象として差し支えない。

なお、次の家庭については訪問の対象としないことで差し支えないが、（秋動こ掲げる

場合については訪問の同意が得られないことや長期の里帰り出産等の状況自体が支援

が必要となる可能性を示すものとして、支援が特に必要と認められる家庭に準ずる家庭

と位置づけることとし、その後の対応については、「10．ケース対応会議における支援

の必要性についての判断等」に基づき適切な対応を図ること。

①養育支援訪問事業の実施などにより、既に情報提供や養育環境の把握ができてい

る場合

②訪問の同意が得られず改めて訪問の趣旨を説明し本事業の実施の働きかけを行

ったにもかかわらず同意が得られない場合

③子の入院や長期の割吊り出産等により生後4か月を迎えるまでには当該市町村の

住居に子がいないと見込まれる場合

3．訪問時期等

対象乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。ただし、

生後4か月を迎えるまでの間に、健康診盃等により乳児及びその保護者の状況が確認で

きており、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は、

少なくとも経過後1か月以内に訪問することが望ましい。

なお、できる限り早期に訪問し支援を行うことが望ましいことから、市町村において

独自に早期の訪問時期を定めることが適当である。

4．碍子保健鞠こ基づく勝間指導との関係

本事業はすべての乳児のいる家庭が対象であり、子育て支援に関する情報提供や養育
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環境等の把慶を行い、必要なサービスにつなげる事業である。一方、母子保健法に基づ

く訪問指導は母子保健の観点から乳幼児のいる家庭を対象として、必要な保健指導等

を行う事業である。

このように、両事業は法的な位置づけや、第一義的な目的は異なるものの、いずれも

新生児や乳児がいる家庭へのサポートを行うものであり、密接な関係にある。このため、

効果的かつ効率的な事業実施の観点からも、母子保健法に基づく新生児訪問等の乳児に

対する訪問指導を実施している市町村の判断により、これらの訪問指導等と併せて本事

業を実施することとして差し支えない。

なお、支援の必要性が高いと見込まれる家庭に対しては可能な限り保健師等の専門職

が訪問することとし、市町村と都道府県の母子保健担当部署との連携の下、母子保健法

に基づく新生児訪問や乳児に対する訪問指導の必要性がある場合には優先的にこれら

を実施すべきである。その上で本事業を実施する場合は、事前の情報等を踏まえ、対象

家庭の状況に配慮し、母子保健法に基づく訪問指導の際に本事業訪問者が同行する等の

対応が望まれる。

5．地域の子育て支援暮業等との連携

本事業の実施において、地域における他の子育て支援事業等との密接な連携を図るこ

とは、子育て家庭に対する多様な支援が可能となり、地域の子育て支援活動のネットワ
ークの強化につながることから、こうした連携に取り組むことが望まれる。

6．訪問者

（1）訪問者については、保健師、助産師、看護師の他、保育士、母子保健推進員、愛育

班員、児童委員、母親クラブ、子育て経験者等から幅広く人材を発掘し、訪問者とし

て登用して差し支えない。

なお、訪問者について市町村独自に専門職に限る等の資格要件を設けることは差し

支えない。

（2）訪問に先立って、訪問の目的や内容、留意事項等について必要な研修を受けるもの

とする。

7．実施内容

（1）本事業は以下の内容を実施するものとする。

①育児に関する不安や悩みの傾聴、相談

②子育て支援に関する情報提供

③雪山巳及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

④支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整

（2）実施内容については市町村の判断により訪問者の専門性に配慮したものとし、必
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要に応じて専門職と専門職以外の訪問者との役割分担を明確にするなどの対応をとる

ことが望ましい。

8．事業の実施における留意事項

（1）事業の周知

事業を効果的に進めるためには、対象者に事業の趣旨と内容及び訪問を受けること

のメリット等が理解されることが必要不可欠であり、母子健康手帳交付や出生届受理

等の機会を活用して本事業の積極的な周知を図るとともに、事前に訪問日時の同意を

得るよう調整する等、対象家庭や地域の実情に応じて訪問を受けやすい環境づくりを

進める。

（2）支援の必要性と訪問者

市町村の児童福祉担当部署と母子保健担当部署との連携の下、事前の情報等を踏ま

え、支援の必要陸が高いと見込まれる家庭に対しては可能な限り保健師等の専門職が

できるだけ早期に訪問する。

9．実施方法

（1）訪問の連絡調整等

訪問にあたってば事業周知の際におよその訪問時期をあらかじめ知らせておく、

あるいは訪問者が対象家庭に個別に連絡をとるなど、親子の受け入れ状況に配慮した

訪問を心がける。

（2）訪問者の身分の提示

訪問の際は、身分証を捷示するなどして市町村からの訪問者であることを明確にす

る。

（3）訪問に際しての留意事項

①育児に関する不安や悩みの傾聴、相談

訪問の際は、親子の状態を最擾先に考慮しながら話を進めるとともに、受容的

な対応を心がける。

②子育て支援に関する情報提供

訪問の際は、地域子育て支援拠点事業等の実施場所一覧表・母子保健事業の一

覧などにより、地域の様々な子育て支援に関する情報を提供する。

③養育環境等の把握

訪問者は、訪問の際に養育環境等の把握を行う。養育環境の把握方法や報告内

容については、訪問者の専門性に応じたものとし、研修等の実施により十分に理

解した上で実際の訪問を行う。

特に、訪問者が専門職以外の場合には、保健師等の専門職が訪問結果の報告に

基づいて養育環境等をアセスメントする体制を整えること。

ー39－



乳児家庭全戸訪問事

○養育環境等の把握のための項目の例示（訪問結果報告例）

10．ケース対応会議における支援の必要性についての判断等

訪問実施後、次の手順によりその後の支援の必要性を判断し、支援内容等を決定す

る。

①訪問者は訪問結果について、訪問結果報告書に基づき速やかに市町村の担当部

署に報告する。

また、緊急に対応すべき場合は報告形式にこだわらず即座に報告し、追って

報告書に基づき報告する。

②市町村担当部署においてば訪問者から報告された結果を参考に、支援の必要性

を検討すべきと判断される家庭についてケース対応会議を開催する。

③ケース対応会議は本事業担当者、市町村における母子保健担当者、児童福祉担

当者等のほか、必要に応じて訪問者や養育支援訪問事業中核機関又は子どもを守

る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）調整機関（以下「調整機関」

という。）の職員等が参加し開催する。

④ケース対応会議においてば支援の必要性とその後の支援内容等について、以下

の点に留意し決定する。

ア　支援が必要な家庭については、養育支援訪問事業や母子保健事業等の具体

的支援の必要性について検討し、その後の支援について担当部署に引き継
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ぐ

イ　支援が特に必要と判断された家庭については調整機関に連絡し必要な支

援内容等について協議する。

ウ　訪問できなかった家庭については引き続きその状況等の把握に努め、支

援の必要性についての可能性を検討した上で必要に応じてア又はイの対

応を行う。

11．訪問者の研修プログラム

（1）必要な研修プログラムについては、各地域の実情に応じて実施するものとし、実施

に当たってば家庭訪問に同行することや援助場面を想定した実技指導（ロールプレ

イング等）などを組み込み、訪問の内容及び質が一定に保てるよう努める。

なお、専門資格を有する者については各自の専門領域に関する部分については省

略しても差し支えないものとする。

（2）訪問者の研修は①訪問実施前に実施する基礎的研修、②実際の訪問における問題

解決のための技術向上研修、③事例検討などの応用的研修など、訪問者の能力と必要

性に応じて計画的に実施すること。

○こんにちは赤ちゃん事業　訪問者基礎的研修プログラム例

・事業の意義と目的

・個人情報の保護

・傾聴とコミュニケーション

・訪問の実際

・地域の子育て支援の情報

12．個人情報の保護と守秘義掠

事業の実施を通じて訪問者が知り得た個人情報の適切な管理や秘密の保持のため、

以下の対応等により万全を期す。

①個人情報の適切な管理や守秘義務についての規程を定め、これを事業の従事者に

周知する。

②特に訪問者に対してぼ個人情報の適切な管理や守秘義務について研修等を行い

周知徹底する。

③非常勤職員の委嘱手続等においてば誓約書を取り交わすことなどの具体的措置

を講じる。

13．委託先について

（1）事業の委託先としてば本事業を適切に行う観勅から、少なくとも以下の要件を満
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たすことが必要である。

①必要な研修を受講した訪問者を配置するなど本事業を適正かつ円滑に遂行しう

る体制を整えていること。

②訪問者に対して、個人情報保護や守秘義務に関する研修を受講させ、本事業に係

る個人情報の具体的な管理方法等についても一定の規程を設けるなど、委託に係

る事務に関して知り得た個人情報を適切に管理し、秘密を保持するために必要な

措置を講じること。

（2）市町村は事業主体としての責任を果たす観点から、委託先との関係について、

以下のような点に留意する。

①委託先に対して、本事業を適切に実施するために必要十分な情報提供を行うこと。

②委託先の事業実施脚の把握や指導等により、適正な事業運営を確保すること。

（3）なお、既に子育て支援拠点事業を実施している法人が本事業を併せて実施するこ

とは、地域の子育て家庭に対して多様な支援が可能となり、地域の子育て支援活動

のネットワークの強化につながるといった観点から、このような法人に委託を進め

ることも有効である。

ただし、この場合においてぼ事業の実施に当たり、訪問結果の報告や支援の必

要性の検討について、市町村の母子保健担当部署及び児童福祉担当部署との十分な

連携に努めるべきある。

14．第2種社会縮開暗渠の届出等

児童福祉法等の「部を改正する法律（平成如年法律第約号）により、第2種社会

福祉事業として適切に事業開始の届出を行うとともに、都道府県の指導監督を受ける

こと。

15，子育て支援における地域カの醸成

本事業はすべての乳児のいる家庭を対象とするため、地域における子育て支援の

ニーズを広く把握することが可能であることから、こうした子育て支援のニーズに関

する情報等を、必要な地域の子育て支援サービスの拡充のために活かすことが求めら

れる。
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雇児発第0225001号

平成17年2月25日

（改正経過）
雇児発第0123002号

平成19年1月23日

雇児発第0314003号

平成20年3月14日

雇児発第0331034号

平成21年3月31日

雇児発0331第6号
平成22年3月31日

各〔警護殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について

虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童の早期発見や適切な保護を図

るためには、関係機関がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連

携の下で対応していくことが重要である。

このような多数の関係機関の円滑な連携・協力を確保するためには、運営の中

核となって関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確化や、円滑な

情報の提供を図るための個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の関係

の明確化が必要である。

このような背景を踏まえ、「児童福祉法の一部を改正する法律」（平成16年法律

第153号）により、要保護児童等に関し、関係者間で情報の交換と支援の協議を

行う機関として「要保護児童対策地域協議会」を法的に位置づけるとともに、そ

の運営の中核となる調整機関を置くことや、地域協議会の構成員に守秘義務を課

すこととされたところである。

地方公共団体は、この要保護児童対策地域協議会を設置することができること

とされたところであるが、すべての子どもが心身ともに健やかに育ち、その持て

る力を最大限に発揮することができるようにするためには、この要保護児童対策

地域協議会の円滑な設置と適切な運営が図られることが必要不可欠である。

このため、今般、厚生労働省、警察庁、法務省及び文部科学省の関係局が連携

して、「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」を別添1のとおり作成した
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ので、この指針を踏まえつつ、地域の実情に応じて要保護児童対策地域協議会が

設置・運営されるよう、その内容についてご了知いただくとともに、管内の市町

村並びに関係機関及び関係団体等に周知を図られたい。

特に、要保護児童対策地域協議会が実質的に機能するためには、関係機関との

適切な連携が不可欠である。主な関係機関等の概要及び関係機関等の連携につい

ては、「市町村児童家庭相談援助指針」（平成17年2月14日雇児発第0214002号）

第5章（別添2）のとおりであるので、当該指針を踏まえつつ、関係機関と適切

な連携に努められたい。

なお、「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」は、警察庁から各都道府

県警察等へ、法務省から全国の法務局・地方法務局へ、文部科学省から各都道府

県・指定都市教育委員会等へそれぞれ送付される予定であることを申し添える。

また、この通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項の

規定に基づく技術的な助言である。

別添2

平成17年2月14日雇児発第0214002号「市町村児童家庭相談援助指針について」

別添1「市町村児童家庭相談援助指針」第5章
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（別添1）

要保護児童対策地域協議会設置・運営指針

（目次）

第1章　要保護児童対策地域協議会とは

1．平成16年度児福法改正法の基本的な考え方

2．平成19年の児福法の一部改正による改正

3．平成20年の児福法の一部改正による改正

4．要保護児童対策地域協議会の憲義

5．地域協議会における支援の対象者

6．関係するネットワーク等

7．子ども・若者育成支援推進法（平成21年法律第71号）第19条

第1項に規定する子ども・若者支援地域協議会との関係

第2章　要保護児童対策地域協議会の設立

1．設置主体

2．構成員

3．設立準備

4．公示

第3章　要保護児童対策地域協議会の運営

1．業務

2．相談から支援に至るまでの流れ

3．役割分担

4．関係機関に対する協力要請

第4章　要保護児童対策調整機関

1．趣旨

2．調整機関の指定

3．調整機関の職員

4．養育支援訪問事業等との関係
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第5章　守秘義務
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第1章　要保護児童対策地域協議会とは

1・平成16年度児童福祉法改正法の基本的な考え方

（1）虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童（児童福祉法（昭和22

年法律第164号。以下「児福法」という。）第6条の3に規定する要保護児

童をいう。以下同じ。）の早期発見や適切な保護を図るためには、関係機

関がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応

していくことが重要であるが、こうした多数の関係機関の円滑な連携・協

力を確保するためには、

①　運営の中核となって関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関

を明確にするなどの責任体制の明確化

②　関係機関からの円滑な情報の提供を図るための個人情報保護の要請と

関係機関における情報共有の関係の明確化

が必要である。

（2）このため、児童福祉法の一部を改正する法律（平成16年法律第153号。

以下「平成16年児福法改正法」という。）においては以下の規定が整備さ

れた。

①　地方公共団体は、要保護児童の適切な保護を図るため、関係機関等に

より構成され、要保護児童及びその保護者（以下「要保護児童等」とい

う。）に関する情報の交換や支援内容の協議を行う要保護児童対策地域

協議会（「子どもを守る地域ネットワーク」。以下「地域協議会」という。）

を置くことができる。

②　地域協議会を設置した地方公共団体の長は、地域協議会を構成する関

係機関等のうちから、地域協議会の運営の中核となり、要保護児童等に

対する支援の実施状況の把握や関係機関等との連絡調整を行う要保護児

童対策調整機関（以下「調整機関」という。）を指定する。

③　地域協議会を構成する関係機関等に対し守秘義務を課すとともに、地

域協議会は、要保護児童等に関する情報の交換や支援内容の協議を行う

ため必要があると認めるときは、関係機関等に対して資料又は情報の提

供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

（3）こうした改正により、

①　関係機関のほざまで適切な支援が行われないといった事例の防止や、

②　医師や地方公務員など、守秘義務が存在すること等から個人情報の提

供に躊躇があった関係者からの積極的な情報提供

が図られ、要保護児童の適切な保護に資することが期待される。

特に、地域協議会を構成する関係機関等に守秘義務が課せられたことに

－　3　－



より、民間団体をはじめ、法律上の守秘義務が課せられていなかった関係

機関等の積極的な参加と、積極的な情報交換や連携が期待されるところで

ある。

2．平成19年の児福法の一部改正による改正

平成16年児福法改正法においては、地域協議会の設置は義務付けられてお

らず、その附帯決議において、「全市町村における要保護児童対策地域協議

会の速やかな設置を目指す」こととされていた。

平成20年4月に施行された「児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉

法の一部を改正する法律」（平成19年法律第73号）による改正後の児福法の

規定により、地方公共団体に対し、地域協議会の設置が努力義務化された。

この改正法の趣旨を踏まえ、市町村における地域協議会の設置促進と活動内

容の充実に向けた支援に努めるものとする。

3．平成20年の児福法の一部改正による改正

地域協議会の設置が進んでいる一方で、市町村等の関係機関が関与しなが

ら児童が虐待により死亡するケースがあること、また、児童虐待の発生予防

の観点から、地域協議会が関与することにより、関係機関が連携して予防に

向けた支援を実施できるよう、地域協議会の機能強化を図ることが必要であ

る。このため、平成20年11月に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法

律」（平成20年法律第85号。以下「平成20年児福法改正法」という。）により、

平成21年4月から、地域協議会における協議の対象を、養育支援が特に必要

である児童やその保護者、妊婦に拡大するとともに、その調整機関に児童福

祉司たる資格を有する職員や保健師、助産師、看護師、保育士、教員、児童

指導員等の専門職を配置する努力義務が課された。

4．要保護児童対策地域協議会の意義

地域協議会においては、地域の関係機関等が子どもやその家庭に関する情

報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくこととなるため、以下

のような利点がある。

①　要保護児童等（児福法第25条の2第2項に規定する「要保護児童等」を

いう。以下同じ。）を早期に発見することができる。

②　要保護児童等に対し、迅速に支援を開始することができる。

③　各関係機関等が連携を取り合うことで情報の共有化が図られる。

④　情報の共有化を通じて、それぞれの関係機関等の間で、それぞれの役割
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分担について共通の理解を得ることができる。

⑤　関係機関等の役割分担を通じて、それぞれの機関が責任をもって関わる

ことのできる体制づくりができる。

⑥　情報の共有化を通じて、関係機関等が同一の認識の下に、役割分担しな

がら支援を行うため、支援を受ける家庭にとってより良い支援が受けられ

やすくなる。

⑦　関係機関等が分担をしあって個別の事例に関わることで、それぞれの機

関の限界や大変さを分かち合うことができる。

5．地域協議会における支援の対象者

地域協議会の支援対象者は以下のとおりであり、虐待を受けた児童に限ら

れず、非行児童等も含まれる。

①　児福法第6条の2第8項に規定する「要保護児童（保護者のない児童又

は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童）」及びその

保護者

②　児福法第6条の2第5項に規定する「要支援児童（保護者の養育を支援

することが特に必要と認められる児童（要保護児童に該当するものを除

く。））」及びその保護者

③　児福法第6条の2第5項に規定する「特定妊婦（出産後の養育について

出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦）」

をお、上記①、②、③を総称して「要保護児童等」という。

6．関係するネットワーク等

少年非行問題を扱うネットワークとしては、地域協議会のほかに、学校
・教育委員会が調整役となっているネットワークや、警察が調整役になっ

ているネットワークも存在するが、これら3つのネットワークは、それぞ

れ、中心となって活動する機関やケースに取り組む際の視点・手法が異な

っていると思われる。実際に少年非行ケースを扱う際には、ケースごとに

その子どもが抱える問題に最も適切に対応できるネットワークを活用する

ことが望ましいことから、地域協議会としても、日頃から、関係するネッ

トワークとの連携・協力に努めるものとする。

なお、これら3つのネットワークの構成メンバーは重複する場合も少な

くないと思われることから、地域の実情を踏まえつつ、運営の効率化を図

るとともに、地域住民の利便性に資するものとなるよう適切に対応すること。

また、各種の子育て支援事業を有効に活用し、子どもや家庭に適切な支援
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を行う観点から、子育て支援事業の調整を行う子育て支援コーディネーター

の確保・育成を図るとともに、日頃から、同コーディネーターとの連携・協

力に努めていくことが必要である。

7・子ども・若者育成支援推進法（平成21年法律第71号）第19条第1項に規定

する子ども・若者支援地域協議会との関係

地域協議会は、上記5に掲げる対象者の早期発見や適切な保護又は支援を

図ることを目的としている。
‾方で子ども・若者支援地域協議会は、保護者の状況如何にかかわらず、

社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者（対象年齢は30歳代

までを想定）に対する支援を行うものであり、地域協議会とは設置目的が異

なる。

このため、子ども・若者支援地域協議会の設置によって、基本的には、地

域協議会の運営に影響が生じるものではない。

ただし、地域協議会の対象である18歳未満の年齢層においては支援対象が

重複する場合があること、また、児童相談所や学校などが双方の協議会の構

成機関となることも考えられることから、両協議会の役割分担を明確にしつ

つ、地域協議会の支援対象である児童が自立に必要な年齢に到達した場合の

子ども・若者支援地域協議会へ適切に斡旋する等の連携・協力体制の確保に

十分配慮されたい。

なお、子ども・若者支援地域協議会の設置・運営に係る具体的な取扱いに

ついては、「子ども・若者支援地域協議会設置・運営指針」（平成22年2月23

日内閣府政策統括官（共生社会政策担当）決定）を参照されたい。

第2章　要保護児童対策地域協議会の設立

1．設置主体

（1）地域協議会の設置主体は地方自治法第1条の3に規定する地方公共団体

であり、普通地方公共団体である市町村及び都道府県のほか、特別地方公

共団体である特別区や地方公共団体の組合（一部事務組合や広域連合）等

も含まれる。

（2）地域協議会は、個別の要保護児童等に関する情報交換や支援内容の協議

を行うことから、基本的には住民に身近な市町村が設置主体となると考え

られるが、地域の実情に応じて複数の市町村が共同で設置することも考え

られる。

なお、こうした複数の市町村による共同設置については、一部事務組合
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や広域連合を設けることなく、事実上共同で設置することも可能である。

2．構成員

地域協議会の構成員は児福法第25条の2第1項に規定する「関係機関、関

係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者」であり、

具体的には以下の者が想定されるが、これに限らず、地域の実情に応じて幅

広い者を参加させることが可能である。なお、主な関係機関等の概要につい

ては、「市町村児童家庭相談援助指針」（平成17年2月14日雇児発第0214002

号）第4章を参照のこと。

また、関係機関等の地域協議会への参加に際しては、地域協議会の業務内

容や構成員に課せられる守秘義務等について、その内容や違反した場合の罰

則等について、あらかじめ説明しておくことが適当である。

【児童福祉関係】
・市町村の児童福祉、母子保健等の担当部局

・児童相談所

・福祉事務所（家庭児童相談室）

・保育所（地域子育て支援センター）

・児童養護施設等の児童福祉施設

・児童家庭支援センター

・里親

・児童館

・民生・児童委員協議会、主任児童委員、民生・児童委員

・社会福祉士

・社会福祉協議会

【保健医療関係】
・市町村保健センター

・保健所

・地区医師会、地区歯科医師会、地区看護協会

・医療機関

・医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師

・精神保健福祉士

・カウンセラー（臨床心理士等）

【教育関係】
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・教育委員会

・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校等

の学校

【警察・司法関係】
・警察（警視庁及び道府県警察本部・警察署）

・弁護士会、弁護士

【人権擁護関係】
・法務局

・人権擁護委員

【配偶者からの暴力関係】
・配偶者暴力相談センター等配偶者からの暴力に対応している機関

【その他】
・NPO

・ボランティア

・民間団体

3．設立準備

（1）準備会、勉強会の開催

関係機関によって、地域協議会に対する期待やイメージは、当初ばらつ

きがあるため、地域協議会を設立させるには、事前に十分な協議、調整が

必要となる。

なお、関係機関等の地域協議会への参加に際しては、地域協議会の業務

内容や構成員に課せられる守秘義務等について、その内容や違反した場合
iの罰則等について、あらかじめ説明しておくことが適当である。

このため、地域協議会の中心となる機関（事務局）による準備会や勉強

会を開催し、地域協議会運営の骨格部分について協議、調整しておくこと

が必要である。

（2）要綱の作成

児福法上、地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、地域協議会

が定めることとされており（児福法第25条の4）、地域協議会の設立に先

立ち、この内容を関係機関等の間で協議、調整しておく必要がある。

また、この内容については、設立運営要綱等として文書化、制度化して
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おくことが適当である。

要綱の内容は、地域の実情に応じたものとなるが、次のような内容が考

えられる。

①　目的

児福法上、地域協議会は、要保護児童等の適切な保護又は支援を図る

ことを目的とするものとされている。（児福法第25条の2第1項）

②　事業内容

児福法上、地域協議会は、要保護児童等の適切な保護又は支援を図る

ために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の

内容に関する協議を行うものとされている。（児福法第25条の2第2項）

③　組織（構成員、調整機関等）

構成員については、上記2に例示した関係機関等に限らず、地域の実

情に応じて幅広い者を参加させることが可能である。任意団体（法人格

を有しない団体）の構成員については、すべて個人の資格で参加するこ

ととなることに注意すること。

なお、調整機関の具体的な役割については、第4章の5を参照のこと。

また、実務的な活動をする部会等の設置などを規定することも考えら

れる。

④　運営

例えば以下のような事項を記載することが考えられる。
・会議の議事は、出席委員の過半数で決する旨

・代表者会議を定期的に開催する旨

・必要に応じて個別ケース検討会議を開催する旨

・必要に応じて、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意

見の開陳その他必要な協力を求めることができる旨

⑤　守秘義務

構成員及び構成員であった者には、地域協議会の職務に関し知り得た

秘密を漏らしてはならない義務がある。（児福法第25条の5）このため、

地域協議会の構成員以外の者と連携を図る際には、この守秘義務との関

係に留憲した対応が必要である。守秘義務に違反した場合には、1年以

下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがある旨を記載する。（児

福法第61条の3）

⑥　事務局

地域協議会の庶務を担う機関名（調整機関）等を記載する。

（D　その他
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この要綱に定めるもののほか、地域協議会の運営について必要な事項

は別に定める旨を記載することが考えられる。

4．公示

（l）地方公共団体の長は、地域協議会を設置したときは、厚生労働省令で定

めるところにより、その旨を公示しなければならない（児福法第25条の2

第3項）。

（2）具体的には、

①　地域協議会を設置した旨

②　当該地域協議会の名称

③　当該地域協議会に係る調整機関の名称

④　当該地域協議会を構成する関係機関等の名称等

⑤　関係機関等ごとの児福法第25条の5第1号から第3号までのいずれに

該当するかの別（「国又は地方公共団体の機関」、「法人」、「その他の者」

のいずれに該当するかの別）

を公示することが必要である。

（3）調整機関に名簿を設置した場合については、個人資格での参加者（児福

法第25条の5第3号の資格で参加している者）については、「○○市長が

指定する者」と公示することが可能であるので、原則として個人名を公示

することのをいようにすることが適当である。

また、

①　守秘義務を課せられている対象者を特定する必要があること

②　守秘義務は構成員及び構成員であった者に課せられていること

から、名簿は常に最新のものとしておくとともに、過去の名簿についても

保存しておく必要がある。

（4）なお、「国又は地方公共団体の機関」又は「法人」以外の構成員（児福法

第25条の3第3号の資格で参加している者）は、全て個人の資格で参加す
’ることとなり、任意団体の構成員という形で参加することはできないので

留意すること。

第3章　要保護児童対策地域協議会の運営

1．業務

（1）地域協議会は、要保護児童等に関する情報その他要保護児童の適切な保

護又は支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等

に対する支援の内容に関する協議を行う（児福法第25条の2第2項）。
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（2）地域協議会については、個別の要保護児童等に関する情報交換や支援内

容の協議を行うことを念頭に、調整機関や地域協議会の構成員に対する守

秘義務が設けられており、個別の事例について担当者レベルで適時検討す

る会議（個別ケース検討会議）を積極的に開催することはもとより、構成

員の代表者による会議（代表者会議）や実務担当者による会議（実務者会

議）を開催することが期待される・具体的には、次のような三層構造が想

定される

①　代表者会議
・地域協議会の構成員の代表者による会議であり、実際の担当者で

構成される実務者会議が円滑に運営されるための環境整備を目的と

して、年に1－2回程度開催される。
・ネットワークを構成する関係機関の円滑な連携を確保するために

は、各関係機関の責任者（管理職）の理解と協力が不可欠であり、

実務者レベルにとどまらず、責任者（管理職）レベルでの連携を深

めることで、関係機関等の共通認識が醸成されるとともに、実務者

レベルで人事異動があった場合においても、責任者（管理職）の理

解があれば連携の継続性が保たれ、支援の質の低下を最低限に抑

えることが可能となる。
・会議における協議事項としては例えば次のようなものが考えられ

る。

ア　要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討

イ　実務者会議からの地域協議会の活動状況の報告と評価

②　実務者会議

実務者会議は、実際に活動する実務者から構成される会議であり、

会議における協議事項としては例えば次のようなものが考えられる。

アすべてのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確

認、援助方針の見直し等

イ　定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更な

る検討

ウ　要保護児童等の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把

握

工　要保護児童対策を推進するための啓発活動

オ　地域協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告
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③　個別ケース検討会議
・個別の要保護児童等について、直接関わりを有している担当者や今

後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により、当該要保

護児童等に対する具体的な支援の内容等を検討するために適時開催さ

れる。その対象は、当然のことながら、虐待を受けた子どもに限られる

ものではない。

・個別ケース検討会議の構成員も、地域協議会の構成員である以上守

秘義務が課せられているので、関係機関等の間で積極的な情報提供を行

い、要保護児童等に対する具体的な支援の内容等を検討することが期待

される。
・会議における協議事項としては次のようなものが考えられる。

ア　関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度

の判断

イ　要保護児童の状況の把握や問題点の確認

ウ　支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有

工　援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

オ　ケースの主担当機関とキーパーソン（主たる援助者）の決定

力　実際の援助、支援方法、支援スケジュール（支援計画）の検討

キ　次回会議（評価及び検討）の確認
・なお、各関係機関の役割分担や次回会議の日程等、個別ケース検討

会議で決定した事項については、記録するとともに、その内容を関係機

関等で共有することが重要である。

（3）児童虐待への対応は、多数の関係機関が関与し、また、児童相談所と

市町村の間の役割分担が曖昧になるおそれもあることから、市町村内にお

ける全ての虐待ケースに関して地域協議会において絶えず、ケースの主担

当機関及び主たる援助者（キーパーソン）をフォローし、ケースの進行管

理を進めていくことが必要である。こうした観点から地域協議会の調整機

関において、全ケースについて進行管理台帳（別添1参照）を作成し、実

務者会議等の場において、定期的に（例えば、3か月に1度）、状況確認、

主担当機関の確認、援助方針の見直し等を行うことが適当である。

（4）虐待ケースとして進行管理台帳に登録されている児童であって、学校

及び保育所（以下「学校等」という。）に在籍する児童については、定期

的に（おおむね1か月に1回）、学校等から当該児童の出欠状況等の情報

提供を受け、その情報を組織的に評価し、必要に応じて個別ケース検討

会議を開催するなどにより、状況把握及び対応方針の検討を組織的に行

－12　－



うことが適当である。

学校等から出欠状況等の定期的な情報提供を求める際の具体的な手続等

については、「学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情

報提供について」（平成22年3月24日付け雇児発0324第1号厚生労働省雇用

均等・児童家庭局長通知）を参照されたい。

（5）市町村の規模や関係機関の多寡等によっては、幅広い関係機関を構成

員とし、代表者会議や実務者会議への参加を通じて問題意識の共有や必

要に応じ的確な対応を取るための体制の確保を図りつつ、個別ケース検

討会議については、対象とするケースの性質に応じて参加機関等を選定

することも考えられる。

例えば、教育関係機関については、代表者会議には教育委員会のみが

出席し、会議において提供された情報については教育委員会から各小学

校、中学校等に周知することとしつつ、個別ケース検討会議には、教育

委員会に加え、検討の対象となるケースに直接関係する学校等の関係者

を参加させるといった手法も考えられる。

また、地域協議会の対象は、虐待を受けている子どものはか、非行児童

や障害児、妊婦等も含まれることも踏まえ、虐待、非行、障害、妊婦等の

分科会を設けて対応することも考えられる。

（6）個別ケース検討会議においては、関係機関が対応している事例について

の危険度や緊急度の判断、要保護児童等に対する具体的な支援の内容につ

いて検討を行うことが適当である。また、個別ケース検討会議への個別の

要保護児童等に関する情報の提供については、あらかじめ子どもや保護者

又は妊婦本人の理解を得ておくことが望ましいが、その要保護児童等の保

護のために特に必要がある場合であって、これらの者の理解を得ることが

困難であるときはこの限りではない。

（7）地域協議会は、施設から一時的に帰宅した子どもや、施設を退所した子

ども等に対する支援に積極的に取り組むことも期待されているところであ

り、児童相談所や児童福祉施設等と連携を図り、施設に入所している子ど

もの養育状況を適宜把握するなど、一時的に帰宅した際や退所後の支援の

円滑な実施に向けた取り組みを実施することが期待される。

（8）地域協議会は、支援の対象となる妊婦の適切な把握及び支援内容を検討

するために、「妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家族に係

る保健医療の連携体制について」（平成20年3月31日雇児総発第0331003号）

を踏まえ、医療機関や保健機関等と連携を図ることが適当である。
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（9）また、支援が必要であるにもかかわらず、連絡先等が不明となってしま

った子どもや保護者等に関する情報を共有し、これらの者を早期に発見し、

必要な支援を行うことも期待される。

2．相談から支援に至るまでの流れ

個別の相談、通報から支援に至るまでの具体的な流れについては、地域の

実情に応じて様々な形態により運営されることとなるが、一つのモデルを示

すと次のとおりとなる。（別添2参照）

○　相談、通報受理
・関係機関等や地域住民からの要保護児童の相談、通報は事務局が集約

する。
・事務局は相談、通報内容を相談・通報受付票（別添3参照）に記録す

る。

・事務局は、関係機関等に事実確認を行うとともに、子どもの状況、所

属する集団（学校・保育所等）、親や子どもの生活状況、過去の相談歴

等、短期間に可能な情報を収集する。

○　緊急度判定会議（緊急受理会議）の開催
・緊急度判定会議を開催。相談・通報受付票をもとに、事態の危険度や

緊急度の判断を行う。
・緊急度判定会議は、事例に応じ参加機関を考え、随時開催する。電話

連絡などで協議するなど柔軟な会議運営に心がける。
・会議の経過及び結果は、会議録に記載し保存する。

・緊急の対応（立入調査や一時保護）を要する場合は、児童相談所に通

告する。
・緊急を要しないが地域協議会の活用が必要と判断した場合は、個別ケ

ース検討会議の開催や参加機関を決定する。

○　調査
・地域協議会において対応することとされた事例については、具体的な

援助方針等の決定するに当たり必要な情報を把握するため、調査を行う。

○　個別ケース検討会議の開催
・緊急度判定会議（緊急受理会議）で決定した参加機関を集め、個別ケ

ース検討会議を開催する。
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・個別ケース検討会議において、支援に当たっての援助方針、具体的な

方法及び時期、各機関の役割分担、連携方法、当該事例に係るまとめ役、

次回会議の開催時期などを決定する。
・会議の経過及び結果は、会議録に記入し、保存する。

○　関係機関等による支援
・援助方針等に基づき、関係機関等による支援を行う。

○　定期的な個別ケース検討会議の開催
・適時適切に相談援助活動に対する評価を実施し、それに基づき、援助

方針等の見直しを行うとともに、相談援助活動の終結についてもその適

否を判断する。

3．役割分担

個別事例ごとの関係機関等の役割分担については、それぞれの事例に関す

る個別ケース検討会議で決定するべき事項であるが、主なものは次のとおり

である。

○　主たる直接援助機能
・日常的に具体的な場面で要保護児童等やその家族を支援する機関（者）

・子ども、保護者ともに同じ機関が支援を行うことや、複数の機関が子

どもや保護者、妊婦に対して支援を行うことが考えられる。

○　とりまとめ機能（個別ケース検討会議の開催等の事務的な作業を行う）
・主たる援助機関等から要請を受けて、個別ケース検討会議を開催する。

会議の招集の実務は地域協議会の事務局（調整機関）が行う場合もある。
・個別ケース検討会議で決定された支援の進捗状況についての連絡調整

や情報の整理を行う。
・主たる援助機関等のうち、最も関わりの深いものが、この機関となる

ことも考えられる。

○　ケースマネジャー機能（危険度の判断等を行う）
・事例全体について責任を負い、危険度の判断や支援計画を作り、進行

管理を行う。
・必要に応じて、立入検査や一時保護の権限を有する児童相談所と連携

を図りながら対応することが適当である。
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4．関係機関に対する協力要請

（1）こうした要保護児童等に関する情報の交換や支援の内容に関する協議を

行うために必要があると認めるときは、地域協議会は、関係機関等に対し、

資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる

（児福法第25条の3）。

（2）この協力要請は、地域協議会の構成員以外の関係機関等に対して行うこ

とも可能であるが、この要請に基づき当該関係機関等から地域協議会に対

し一方的に情報の提供等が行われる場合はともかく、今後の支援の内容に

関する協議など、当該関係機関等と地域協議会の構成員の間で双方向の情

報の交換等を行うことが見込まれる場合には、協力要請時に、守秘義務が

課せられる地域協議会の構成員となることについても要請することが適当

である。

（3）なお、医師や地方公務員等については、他の法令により守秘義務が課せ

られているが、要保護児童等の適切な保護又は支援を図るために、この規

定に基づき情報を提供する場合には、基本的にはこれらの法令による守秘

義務に反することとはならないものと考えられる。

（4）また、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「個人

情報保護法」という。）においては、本人の同意を得ない限り、①あらか

じめ特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っ

てほならないとともに、②第三者に個人データを提供してはならないこと

とされている。（個人情報保護法第16条及び第23条）

しかしながら、「法令に基づく場合」は、これらの規定は適用されない

こととされており、児福法第25条の3に基づく協力要請に応じる場合は、

この「法令に基づく場合」に該当するものであり、個人情報保護法に違反

することにもならないものと考えられる。

第4章　要保護児童対策調整機関

1．趣旨

多くの関係機関等から構成される地域協議会が効果的に機能するために

は、その運営の中核となって関係機関の役割分担や連携に関する調整を行う

機関を明確にするといった責任体制の明確化が重要であることを踏まえ、地

域協議会にはこうした業務を担う調整機関を置くこととした。

2．調整機関の指定
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地域協議会を設置した地方公共団体の長は、地域協議会を構成する関係機

関等のうちから、一に限り調整機関を指定する（児福法第25条の2第4項）。

調整機関には、児童福祉担当部局あるいは母子保健担当部局といった児童

福祉に関係の深い部局が指定されることが想定されるが、具体的にどの関係

機関等を調整機関として指定するかば各地方公共団体の児童家庭相談体制の

実情等による。

3．調整機関の職員

調整機関には、厚生労働省令で定める者を置くように努めなければならな

い。具体的には、次のうちからいずれかの者を置くこととなる。

（1）児童福祉司たる資格を有する者

（2）児童福祉司に準ずる者として次に掲げる者

①　保健師

②　助産師

③　看護師

（D　保育士

⑤　教育職員免許法に規定する普通免許状を有する者

⑥　児童福祉施設最低基準第21条第3項に規定する児童指導員

4．養育支援訪問事業等との関係

平成20年児福法改正法により、養育支援訪問事業が法定化されだが、養育

支援訪問事業と地域協議会の対象者の範囲は同じである。このため、養育支

援訪問事業による支援の進行管理や当該事業の対象者に係る他の支援機関と

の連絡調整等を行う中核となる機関（以下「中核機関」という。）と調整機

関は十分な連携を取ることが必要である。ケース管理を効率的に行う観点か

ら、可能な限り、中核機関と調整機関　を同一とすることが適当である。

なお、これら事業については、別途通知の「乳児家庭全戸訪問事業ガイド

ラインについて」（平成21年3月16日付け雇児発第0316001号厚生労働省雇用

均等・児童家庭局長通知）及び「養育支援訪問事業ガイドラインについて」

（平成21年3月16日付け雇児発第0316002号厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長通知）を参照されたい。

5．業務

（1）調整機関は、地域協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童

等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実
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施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を

行う者その他の関係機関等との連絡調整を行う（児福法第25条の2第5

項）。

（2）調整機関の業務として具体的に想定されるものは、以下のとおりである。

①　地域協議会に関する事務の総括
・協議事項や参加機関の決定等の地域協議会開催に向けた準備

・地域協議会の議事運営

・地域協議会の議事録の作成、資料の保管等

・個別ケースの記録の管理

②　支援の実施状況の進行管理
・関係機関等による支援の実施状況の把握

・市町村内における全ての虐待ケースについて進行管理台帳

（別添1参照）を作成し、実務者会議等の場において、定期的

に（例えば3か月に1度）、状況確認、主担当機関の確認、援

助方針の見直し等を行う。

③　関係機関との連絡調整

個々のケースに関する関係機関等との連絡調整（個別ケース検

討会議におけるケースの再検討を含む。）

第5章　守秘義務

1．趣旨

地域協議会における要保護児童等に関する情報の共有は、要保護児童等の

適切な保護又は支援を図るためのものであり、地域協議会の構成員及び構成

員であった者は、正当な理由がなく、地域協議会の職務に関して知り得た秘

密を漏らしてはならない（児福法第25条の5）。

2．守秘義務の適用範囲

（1）この守秘義務の適用範囲は、地域協議会を構成する関係機関等の種別に

応じて、次のとおりである。

①「国又は地方公共団体の機関」（児福法第25条の5第1号）

ア　守秘義務の対象

当該機関の職員又は職員であった者

イ　具体的な関係機関等の例
・　国の機関

・地方公共団体の児童福祉等主管部局
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・児童相談所、福祉事務所、保健所・市町村保健センター

・警察（警視庁及び道府県警察本部・警察署）、法務局

・教育委員会

・地方公共団体が設置する学校

②　「法人」（児福法第25条の5第2号）

ア　守秘義務の対象

当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者

イ　具体的な関係機関等の例
・医療機関の設置主体である医療法人

・児童福祉施設の設置主体である社会福祉法人

・私立学校の設置主体である学校法人

・社会福祉協議会（社会福祉法人）

・弁護士会

・法人格を有する医師会、歯科医師会、看護協会等

・　NPO法人

③「①、②に掲げる以外の者」（児福法第25条の5第3号）

ア　守秘義務の対象

地域協議会を構成する者又はその職にあった者

イ　具体的な関係機関等の例
・　里親

・民生・児童委員協議会、主任児童委員、民生・児童委員

・医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士

・社会福祉士

・精神保健福祉士

・カウンセラー（臨床心理士等）

・人権擁護委員協議会、人権擁護委員

・ボランティア

・NPO（法人格を有しないもの）

（2）市町村や都道府県といった地方公共団体自体が地域協議会の構成員と

なった場合には、児童福祉担当部局に限らず、要保護児童等の適切な保

護又は支援に業務上直接的な関連を有しない部局の職員にまで守秘義務

が及ぶこととなる。

このため、児童福祉担当部局や教育委員会といった地方公共団体の機

関については、こうした機関単位で構成員となることが適当である。

（3）また、法人格を有きない任意団体については、その会長のみが構成員
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になる場合は、当該団体の役職員は構成員とならないため、守秘義務がか

からない。このため、このような場合は、当該任意団体の役職員すべてを、

それぞれ個人として、構成員にすることが適当である。

3．罰則

守秘義務に反し、秘密を漏らした場合には、1年以下の懲役又は50万円以

下の罰金が課せられる（児福法第61条の3）。

第6章　その他

地域協議会を設置していない地方公共団体（任意設置の虐待防止ネットワー

クを設置しているものを含む。）については、児福法第25条の2第1項により、

設置が努力義務とされている趣旨を踏まえ、地域協議会を設置（任意設置の虐

待防止ネットワークからの移行を含む。）することが適当である。

また、地域協議会を構成する関係機関等の意識の共有を図る観点から、地域

協議会において相談援助活動に関するマニュアル等を作成するなどの取り組み

も有効であると考えられる。
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（別添3）
虐待相談・通告受付標については、いずれの様式を使用しても差し支えない。

相談・通告受付票
聴取者（　　　　　　　）

受理年月日 ��平成　　年　　月　　月（　）午前・牛後　時　分 

子 ど も �ふりがな 氏　名 � 
生年月日 �昭和・平成　　年　　月　　日生（　）歳　男・女 

住　　所 � 

就学状況 �未就学／脇紺、‘転高校霜纂ち組不霊離忘　） 

保 護 者 �ふりがな 氏　名 � � 
職　　業 � � 

続柄年齢 �続柄（　）　年齢（　　歳） �続柄（　）　年給（　　歳） 

住　　所 �電話 

主　　　訴 （程度、期間など） �� 

子どもの状況 �� 

子どもの生活歴、 生育歴など �� 

家族の状況及び ��・ぎょうだいの有無　有・無 
子どもの家庭環境 ��・同居家族 

・DV被害等 

子どもの居住環境 及び学校、地域社 会等の所属集団の 状況 �� 

援助に関する子ど も、保護者の意向 �� 

過去の相談歴 �� 

氏　　名 �� 

談　　住　　所 ��電話 

関係（職業） ��i相談意図i保護・調査・相談 

相談への対応 （緊急対応の要否） �� 

決　　　　裁 ��年　　　月　　　日 
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（別添3）
虐待相談・通告受付票　　　　　　聴取者（　　　　　　）

受理年月日 ���平成　　年　　月　　日（　）　午前・午後　時　分 

子 ど も ��ふりがな 氏　名 � 
生年月日 �昭和・平成　　年　　月　　日生　（　）歳　男・女 

住　　所 � 

就学状況 �未就学／観結、“親高校欠蒜ち組不離鯨　） 

保 護 者 ��ふりがな 氏　名 � � 
職　　業 � � 

続柄年齢 �続柄（　）　年齢（　　歳） �続柄（　）　年齢（　　歳） 

住　　所 �電話 

虐待　内　容 ���・誰から 

・いつから 
・頻度は 
・どんなふうに 

虐待の種類 ���（主◎　従○：身体的／性的／ネグレクト／心理的） 

子どもの状況 ���・現在の居場所： ・保育所等通園の状況： 

家庭の状況 ���・家族内の協力者　（　　　　） 
・家族以外の協力者（　　　　） 
・ぎょうたいの有無　有・無 
・同居家族 
・DV被害等 

情報源と ���・通告者は　実際に目撃している・悲鳴や音等を聞いて推測した ・通告書は　関係者（　）から聞いた 
保護者の了解 ���・保護者は　　この通告を（承知・拒否・知らせていない） 

通 日ヒ 口 者 �氏　　名 �� 
住　　所 ��電話 

関　　係 ��家族・近隣・学校・保育所・病院・保健所・児童委員・警察 

通告意図 ��子どもの保護・調査・相談 

調査協力 ��調査協力（諾・否）当所からの連絡（諾・否） 

通告者への対応 ���・自機関で実態把握する ・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

決　　　　裁 ���年　　　月　　　日 
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∴　∵

雇児発第0813003号

平成16年8月13日

厚生労働省雇盾均等・児童家庭局

都道府県知事

各　指定都市市長　殿

中核市市長

特別の支援を要する家庭の児童の保育所入所における取扱い等について

今般、「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法葎」（平成16年法律

第30号o以下「改正法」という。）が第159回国会において全会一致で成立し、

平成16年10月1日より施行されることに伴い、「「児童虐待の防止等に関する法

律の一部を改正する法律」の施行について」（平成16年8月13日　雇児発第08

13002号　厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）を発出したところである。

同通知の第一の10（1）において、改正法による改正後の児童虐待の防止等に関

する法律（平成12年法律第82号）第13条の2第1項について周知しているが、

その具体的な取扱いについて下記のとおり定めたので、御了知の上、管内の市町村並

びに関係機関及び関係団体等に周知を図り、その運用に遺漏のないようお願いする。

なお、この通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第l項

の親定に基づく鼓術的助言である。

記

1保育所の入所に係る特別の配慮等について

（1）児童福祉法第24条第3項の競走により、保育所に入所する児童を選考する

場合においては、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭を

保育所入所の必要性が高いものとして優先的に取り扱うこと。

この場合において「特別の支援を要する家庭」とは、

①児童虐待防止の観点から、児童福祉法第25条の2第3号又は第26条第1

項第4号の規定により、保育の実施が必要である旨の報告又は通知を受けた

児童のある家庭

②市町村域に設置された児童虐待防止ネットワークなどにおいて、児童虐待防
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止の観点から保育の実施が特に必要であると考えられる児童のいる家庭

をいうこと。

特に、都市部等の待機児童の多い地域にあっては、こうした特別の支援を要

する家庭の児童の優先的取り扱いが徹底されるよう配慮すること。

なお、こうした特別の支援を要する家庭の児童に対する保育の実施について

は、当該児童の保護者が児童福祉法施行令（昭和23年政令第74号）第27

条第6号に規定する「前各号に類する状態にあること」に該当するものとして

行うものである。

（2）　市町村は、特別の支援を要する家庭について、（l）の保育所入所に関す

る優先的取扱に加え、改正児童虐待防止法の趣旨を踏まえ、児童福祉施設等に

おいて行われる特定保育事業やつどいの広場事業などの子育て支援事業の利用

に二元‾、ても優先的に取り扱うなぎの措置を講じるまう努める三と。

2　留意点について

（1）都道府県及び市町村は、児童相談所長や福祉事務所長に対し、児童虐待の防

止の観点から、保育の実施が必要である児童については、児童福祉法第25条

の2第3号又は第26条第1項第4号の規定に基づく市町村の長への報告又は

通知を適切に行うよう周知すること。

（2）市町村は、児童相談所長又は福祉事務所長から（1）の報告又は通知を受け

たときは、児童福祉法第24条第4項の規定に基づき、児童の保護者に対し保

育の実施の申込みを勧奨すること。
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雇児総発0727第7号

平成23年7月27日

各〔莞童蒜置竃〕 児童福祉主管部（局）長　殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長

「地方公共団体における児童虐待による死亡事例等の検証について」の一部改

正について

児童虐待防止対策の推進については、日頃から御尽力を賜り感謝申し上げる。

さて、標記については、「地方公共団体における児童虐待による死亡事例等

の検証について」（平成20年3月14日付雇児総発第0314002号本職通知）に

より実施してきたところであるが、今般、その一部を別紙の通り改正すること

としたので通知する。

ついては、別紙の内容を御了知の上、管内の市町村並びに関係機関等に周知

いただくともに、その運用に遺漏のないようお願いする。

なお、この通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1

項の規定に基づく技術的な助言である。
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［二重コ

地方公共団体における児童虐待による死亡事例等の検証について

第1基本的な考え方

1　日的

検証は虐待による児童の死亡事例等について、事実の把握を行い、死亡した児童の

視点に立って発生原因の分析等を行い、必要な再発防止策を検討するために行う。

2　実施主体

都道府県（指定都市、児童相談所設置市を含むo以下同じ。）が実施することとし、

検証の対象となった事例に関係する市町村は当該検証作業に参加・協力するものとす

なお、児童相談所、市町村（要保護児童対策地域協議会）その他の機関が独自に検証

を行うことも望ましい。

3　検証組織

検証組織は、その客観性を担保するため、都道府県児童福祉審議会（児童福祉法第8

条第1項に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会。以下同じ。）の下に部

会等を設置する0なお、検証組織は、地域の実情に応じて事例ごとに随時設置すること

も考えられるが、常設することがより望ましい。事務局は、当該事例に直接に関与した、

ないし直接関与すべきであった組織以外の部局に置くものとする。

4　検証委員の構成

検証委員は外部の者（当該事例に直接関与した、ないし直接関与すべきであった組織

の者以外の者）で構成することとするoまた、会議の開催に当たっては、必要に応じて、

教育委員会や警察の関係者の参加を求めるものとする。

5　検証対象の範囲

検証の対象は、虐待による死亡事例（心中を含む）全てを検証の対象とすることが望

ましいoまた、死亡に至らない事例であっても検証が必要と認められる事例については、

併せて対象とする。

なお、児童相談所、福祉事務所又は市町村が関与していない事例については、情報量

が少ないために十分に検証が行えない可能性もあるが、関与しなかった事情も含め、そ

の地域の保健・福祉等の体制を検証することも必要である。

6　会議の開催

死亡事例等が発生した場合、準備が整い次第速やかに開催することが望ましいが、年
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間に複数例発生している地域等、随時開催することが困難な場合には、複数例を合わせ

て検証する方法も考えられる。

7　検証方法

（1）事例ごとに行う。なお、検証に当たっては、その日的が再発防止策を検討するた

めのものであり、関係者の処罰を目的とするものでないことを明確にする。

（2）検証に係る調査等については、委員の意見を尊重して進めるとともに討議時間を

十分確保して行う。

（3）都道府県は、市町村、関係機関等から事例に関する情報の提供を求めるとともに、

関係者からヒアリング等を行い、情報の収集及び整理を行う。その情報を基に、検

証組織は関係機関ごとのヒアリング、現地調査その他の必要な調査を実施し、事実

関係を明らかにするとともに発生原因の分析等を行う。

（4）検証組織は、調査結果に基づき、スタッフ、組織などの体制面の課題、対応・支

援のあり方など運営面の課題、地域の児童福祉の提供体制及び当該事例の家族の要

因等を明らかにし、再発防止のために必要な施策の見直しを検討する。

（5）プライバシー保護の観点から、会議は非公開とすることができるが、審議の概要

及び提言を含む報告書は公表するものとする。

（6）関係行政機関からの情報提供については、児童福祉法第8条第5項において、「都

道府県児童福祉審議会（略）は特に必要があると認めるときは、関係行政機関に

対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる」とされている。

また、民間の関係機関からの情報捷供については、個人情報の保護に関する法律

第23条に定める第三者提供の制限の適用除外に該当する。これは、同適用除外の

場合として、同条第1項第3号において「児童の健全な育成の推進のために特に必

要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」が規定されてい

るが、「児童の健全な育成の推進」には児童虐待の防止等も含まれるため、検証作

業のために民間機関が個人情報を提供することは同号に該当することによる。

8　報告等

（1）検証組織は、検証結果とともに、再発防止のための提言をまとめ、また、提言に

対する都道府県の取組状況の報告を基に評価を行い、都道府県に報告するものとす

る。

（2）都道府県は、検証組織の報告を公表するとともに、報告を踏まえた措置の内容及

び当該措置の実施状況について、検証組織（都道府県児童福祉審議会）に報告する

ものとする。

（3）都道府県は、検証組織の報告を踏まえ、必要に応じ、関係機関に対し指導を行う

とともに、市町村に対して技術的助言を行う。
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（4）都道府県においては、検証結果について、国に報告するものとする。

なお、国においては、社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関

する専門委員会において検証作業を行っているが、児童福祉法第8条第6項において

は「社会保障審議会及び児童福祉審議会（都道府県児童福祉審議会及び市町村児童

福祉審議会）は必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなけ

ればならない」とされている。

9　児童相談所又は市町村等による検証

（1）検証の対象となった事例に直接関係する児童相談所や市町村等ば当該検証作業

に参加・協力するものとするが、児童相談所、市町村（要保護児童対策地域協議会）

その他の関係機関がそれぞれの再発防止策を検討する観点から独自に検証を実施

することも重要である。この場合、都道府県が当該検証作業に参加・協力すること

も必要である。

（2）児童相談所や市町村等が実施する検証は、事例に直接関係していた当事者間によ

る内部検証であり、事例を通じて自己点検を行い、機関内における再発防止策を検

討したり、都道府県の検証結果を受けて具体的に実施すべき改善策を検討したりす

るものであることから、第三者による外部検証を念頭に置いた検証とは性質を異に

するものであるが、7の検証方法等についてばその趣旨に沿って、検証が実施さ

れるのが望ましい。

第2　検証の進め方

1　事前準備

（1）情報収集

検証の対象事例について、事務局は児童記録票等を通じて、下記の事項に関する

情報収集を行う。この場合、事務局は、必要に応じて関係機関等からヒアリングを

行う。

・死亡した児童及び家族の状況や特性、死亡時点における家族関係及び家族の

歴史、経済状況等（特に乳幼児の事例については、妊娠期からの情報やぎょう

だいの妊娠期の情報）

・死亡に至った経緯

・児童相談所の関与状況等（児童記録票の写し等）

・市町村の関与状況等

・その他の関係機関の関与状況等

（2）資料準備

ア　（1）で収集した情報に基づき、事実関係を時系列及び関係機関別にまとめ、

上記の内容を含む「事例の概要」を作成する。
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「事例の概要」には、検証委員からの関係機関ごとのヒアリング等により明ら

かになった事実を随時追記していき、問題点・課題を抽出するための基礎資料

とする。

イ　現行の児童相談体制に関する以下の内容を含む資料を作成する。（乳幼児の事

例については、母子保健体制に関するものも含む。）

・各児童相談所、市町村児童福祉担当等の組織図

・職種別スタッフ数

・相談件数

・相談対応等の概要

・　その他必要な資料

ウ　検証の方法、スケジュールについて計画を立て資料を作成する。

エ　その他（検証組織の設置要綱、委員名簿、報道記事等）の資料を準備する。

2　事例の概要把握

会議初回には、その目的が再発防止策を検討するためのものであり、関係者の処罰を

目的とするものでないことを検証委員全員で確認した上で、検証の対象となる事例の概

要を把握する。

（1）確認事項

ア　検証の目的

イ　検証方法（関係機関ごとのヒアリング、現地調査等による事実関係の確認、問

題点・課題の抽出、提案事項の検討、報告書の作成等）

ウ　検証スケジュール

（2）事例の概要把握

ア　事前に収集された情報から事例の概要を把握する。

イ　疑問点や不明な点を整理する。

3　事実関係の明確化

事例への関係機関の関与状況について、関係機関ごとのヒアリング等を実施すること

により、事実をさらに詳細に確認していく。

（1）関係機関ごとのヒアリング

ア　ヒアリングには、検証委員の一部あるいは全員が参加することを原則とし、当

該事例に直接関与した、ないし直接関与すべきであった組織の者以外の者が実

施する。

イ　ヒアリングの対象者は、関係機関の所属長あるいはそれに準ずる者とし、必要

と状況に応じて、事例を直接担当していた職員を対象とする。転居している事

例の場合は、転居前の住所地の関係者も対象とする。
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ウ　ヒアリングは、状況に応じて本庁等で実施するか、あるいは、検証委員及び事

務局が現地に赴き実施する。

エ　ヒアリングでは、それまでに確認した事例の概要では不明な点や、事例に直接

関わった機関の所属長あるいは担当職員の意見を客観的に聴取し、事例の全体

像及び関係機関との関与状況をさらに詳細に把握していく。

オ　事務局は、ヒアリングの内容について記録を作成するとともに、当初作成した

「事例の概要」に、追記していく。

カ　ヒアリングは、個人の責任追及や批判を行うためのものではなく、再発防止に

資する改善策を兄いだすために行うものである。また、事例を担当していた職

員の心理的支援について必要に応じて組織的に取り組むことも必要である。

（2）現地調査

ア　児童の生活環境等を把握するために、必要に応じて検証委員による現地詞盃を

実施する。

イ　事務局は、現地調査の結果について記録を作成する。

（3）その他

保護者が起訴された事件については、裁判の傍聴や訴訟の記録を閲覧請求するこ

とも必要である。

4　問題点・課題の抽出

関係機関ごとのヒアリング等により、事例の事実関係が明確になった段階で、それを

基に、なぜ検証対象の死亡事例が発生してしまったのか、事例が発生した背景（家族の

状況を含む。）、対応方法、関係機関の連携、組織の体制、その他の問題点・課題を抽

出する。

この作業を徹底して行うことが、その後の具体的な提言につながることから、特に時

間をかけて検討を行うとともに、検討に当たっては、客観的な事実、データに基づき建

設的な議論を行うことが期待される。

5　提言

事例が発生した背景、対応方法、関係機関の連携、組織上の問題等、抽出された問題

点・課題を踏まえ、その解決に向けて実行可能性を勘案しつつ、実行する機関名や提言

への取組開始時期、評価方法等を明記するなど、具体的な対策を提言する。

なお、行政機関の対応など早急に改善策を講じる必要がある場合、検証の経過において、

まず早急に講すべき改善策について提言し、検証の全体の終結を待たずに、必要な施策を

講じることも考える必要がある。
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6　報告書（問題点・課題の抽出以降並行作業）

（1）報告書の作成

ア　報告書の骨子について検討する。

イ　報告書に盛り込むべき下記内容例を参考に、それまでの検証組織における審議結

果を踏まえ報告書の素案を作成するo盛り込むべき内容例としては、次のものが考

えられる。

・検証の目的

・　検証の方法

・事例の概要

・明らかとなった問題点・課題

・問題点・課題に対する提案（寝言）

・今後の課題

・会議開催経過

・検証組織の委員名簿

・参考資料

ウ　検証組織において、報告書の内容を検討、精査する。

エ　検証組織は報告書を都道府県に提出する。

（2）公表

児童虐待による死亡事例の検証を行うことは、その後の児童虐待防止対策に密接

に関連するものであり、児童虐待防止法第4条において国及び地方公共団体の検証

に係る責務が規定されていることから、検証結果は公表すべきである。公表にあた

っては、個人が特定される情報は削除する等、プライバシー保護について十分配慮

する。なお、公表の際には厚生労働省に報告書を提出する。

（3）提言の実施状況

事務局は、報告書の提言を受けて、速やかに、具体的な措置を講じるとともに講

じた措置及びその実施状況について検証組織（都道府県児童福祉審議会）に定期的

に報告し、検証組織は、報告を受けた内容について評価する。
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別添

【参　考】検証の進め方の例
検証は、下記の図のような流れで実施する

会議複数開催

会議最終回

報告書とりまとめ

後

●関係機関から事例に関する情報収集、概要資料作成

●現行の児童相談体制等検証に必要な関係資料作成

○検証の目的の確認

○検証の方法、スケジュールの確認

○事例の概要把握

○児童相談所、市町村その他の関係機関や関係者からのヒアリ

ング

○現地調査（ヒアリングを現地で行う場合を含む）

●ヒアリング結果資料作成（事例の概要を詳細化）

○問題点・課題の抽出

○問題点・課題に対する提言の検討

●報告書素案作成

○報告書素案検討

○報告書とりまとめ

●報告書の公表

●提言を基に再発防止策の措置を講ずる

（注）●事務局作業

○会議における議事内容
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（趣旨）

狭山市要保護児童対策地域協議会設置要綱

犀年詰〕
第1条　要保護児童（児童福祉法（昭和22年法律第164号o以下「法」という。）第6条の3第8項に規定

する要保護児童をいうo以下同じ。）の早期発見及びその適切な保護を図るため、法第25条の2第1項の規

定により、狭山市要保護児童対策地域協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第2条　協議会は次に掲げる事項を所掌する。

（l）要保護児童に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。

（2）要保護児童に関する広報活動及び啓発活動の推進に関すること。

（3）その他要保護児童の対策に関すること。

（構成）

第3条　協議会は、別表第1に掲げる関係機関及び法人並びに別表第2に掲げる関係団体及びその他の関係者を

もって構成する。

（要保護児童対策調整機関）

第4条法第25条の2第4項の規定により、狭山市福祉こども部こども課を要保護児童対策調整機関として指

定する。

（補則）

第5条　この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

附　則

1この要綱は、平成19年3月30日から施行する。

2　狭山市子どもの虐待防止ネットワーク会議設置要綱（平成12年7月24日施行）は、

廃止する。

附　則

この要綱は、

附　則

この要綱は、

附　則

この要綱は、

附　則

この要綱は、

附　則

この要綱は、

附　則

この要綱は、

附　則

この要綱は、

附　則

この要綱は、

平成20年4月1日から施行する。

平成21年4月1日から施行する。

平成21年4月1日から適用する。

平成22年4月1日から適用する。

平成22年5月31日から適用する。

平成23年4月1日から適用する。

平成24年4月1日から適用する。

平成25年4月12日から適用する。
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附　則

この要綱は、平成27年5月13日から適用する。

別表第1（第3条関係）

児童福祉関係機関 �埼玉県所沢児童相談所 

狭山市福祉事務所 

狭山市福祉こども部こども課 

狭山市総合子育て支援センター 

狭山市立児童館を運営する法人 

狭山市立保育所 

狭山市立青い実学園 

狭山市立学童保育室 

社会福祉法人狭山市社会福祉協議会 

社会福祉法人みのり福祉会 

社会福祉法人同仁学院 

特定非営利活動法人さやま保育サポートの会 

保健医療関係機関 �埼玉県狭山保健所 

狭山市長寿健康部 

狭山市保健センター 

社団法人狭山市医師会 

社団法人狭山市歯科医師会 

教育関係機関 �埼玉県立狭山特別支援学校 

埼玉県立所沢おおぞら特別支援学校 

埼玉県立狭山蘇陽高等学校 

狭山市教育委員会事務局学校教育部 

狭山市立教育センター 

狭山市立中学校 

狭山市立小学校 

狭山市立幼稚園 

警察関係機関 �埼玉県狭山警察署 

人権擁護関係機関 �さいたま地方法務局所沢支局 

その他 �市長が必要と認める法人、 
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別表第2（第3条関係）

児童福祉関係 �狭山市保育推進協議会 

狭山市民生委員児童委員協議会 

教育関係 �狭山市私立幼稚園連合会 

人権擁護関係 �所沢人権擁護委員協議会狭山部会 

その他 �ボランティアその他協議会の設置の趣旨 

に賛同して参加を表明した個人で市長が 

必要と認めるもの 
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狭山市要保護児童対策地域協議会の組織及び運営に関する規約

（趣旨）

第1条　この規約は、狭山市要保護児童対策地域協議会設置要綱（平成19年3月13日

市長決裁）第5条の規定に基づき、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」

という。）第25条の2第1項の規定により設置した狭山市要保護児童対策地域協議会

（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

（会長及び副会長）

第2条　協議会に会長及び副会長を置く。

2　会長は狭山市福祉こども部長をもって充てる。

3　副会長は、会長が協議会の構成員（以下「構成則という。）の中から指名する。

4　会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

5　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職

務を代理する。

（会議）

第3条　協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース会議とする。

（代表者会議）

第4条　代表者会議は実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げ

る事項について協議する。

（1）要保護児童とその支援に関するシステム全体に関すること。

（2）実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

（3）協議会の年間活動方針に関すること。

（4）その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項。

2　代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

3　代表者会議の議決は、出席者の過半数をもって決す。

（実務者会議）

第5条　実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童の

支援等に関する施策に反映させるため、次に掲げる事項について協議する。

（1）支援を行っている全ての事例についての定期的な状況の把握や主担当機関の確認、

援助方針の見直し及び困難事例の検討に関すること。

（2）児童虐待に関する情報交換に関すること。

（3）要保護児童の実態把握に関すること。

（4）支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

（5）要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

（6）協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

（7）”その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項。
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2　実務者会議に座長を置く。

3　座長は、会長が指名する。

4　実務者会議は、座長が必要に応じて招集し、座長が主宰する。

（個別ケース会議）

第6条個別ケース会議は個別の要保護児童に関する具体的な支援を行うため、次に掲

げる事項について協議する。

（1）個別の要保護児童の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

（2）個別の要保護児童に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関

すること。

（3）個別の要保護児童に対する支援方針の確立及び担当者の役割分担決定並びにこれら

についての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

（4）個別の要保護児童を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関するこ

と。

（5）個別の要保護児童に係る援助、支援方法及び支援計画の検討に関すること。

（6）個別の要保護児童のうちで関係機関が現に対応している虐待事例について、必要に

応じ危険度や緊急度の判断に関すること。

（7）その他個別ケース会議の設置目的を達成するために必要な事項。

2　個別ケース会議に座長を置く。

3　座長は、要保護児童対策調整機関の長が指名する。

4　個別ケース会議は、要保護児童対策調整機関の長が必要に応じて招集する。

（要保護児童対策調整機関）

第7条　要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

（1）協議会の事務の総括に関すること。

ア　協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。

イ　協議会の議事の運営に関すること。

ウ　協議会に係る資料の保管に関すること。

（2）要保護児童に対する支援の実施状況の把握及び総合的な進行管理に関すること。

ア　関係機関等による要保護児童に係る支援の実施状況の把握に関すること。

イ　全ての支援を行っている事例についての進行管理に関すること。

（3）協議会の関係機関等との連絡調整に関すること。

ア　個々の事例に関する関係機関等の連絡調整に関すること（個別ケース会議におけ

る事例の再検討を含む。）。

（守秘義務）

第8条　法第25条の5の規定により構成員及び構成員であった者は、協議会の職務に関

し知り得た秘密を漏らしてはならない。
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（個人情報の保護）

第9条　協議会が構成員以外の者に対して法第25条の3に規定する協力要請を行うに当

たっては、協議会は、個人情報の保護に配慮しなければならない。

（名簿の登録）

第10条　協議会は、協議会の名簿を作成し、構成者の承認を得て、これにその名称及び氏

名を登載するものとする。

（庶務）

第11条　協議会の庶務は、狭山市福祉こども都こども課において処理する。

（その他）

第12条　この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が代表者

会議に諮って定める。

附　則

この規約は、平成19年　4月19日から施行する。

附　則

この規約は、平成20年　5月　9日から施行する。

附　則

この規約は、平成23年　4月　1日から施行する。
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少　　第

平成2

生　活　安　全　部　長

課長補佐（企画）

関　係　各所　属　長　殿

児童虐待への対応における関係機関との情報共有等の徹底について（依命通達）

児童虐待への対応については児童虐待への適切な対応について（平成20年少第133号）に基

づき、児童虐待が疑われる情報を認知した場合は、当該事案の早期発見及び被害児童の早期保

護のため、児童の安全を直接確認するよう徹底してきたところであるが、本県において、警察

官が児童の安全確認を行い、児童虐待を受けていないと判断した後に、児童虐待による重篤な

被害が明らかになった事案が発生している。

このような事案の発生を防ぎ、児童の安全確保をより確実なものとするために、警察において

児童虐待が疑われる情報を認知し、通告（児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号

）第6条第1項に規定する通告をいう。以下同じ。）の要否を判断するに当たっては、警察部内

の情報のみに限らず、児童相談所、市町村（要保護児童対策地域協議会）等関係機関（以下「関

係機関」という。）に対して関連情報の照会等を行い、得られた情報を含めて総合的に判断する

ことが有効と考えられることから、今後、次のとおり取組を強化し、関係機関との一層緊密かつ

適切な連携を図るとともに、的確な対応を徹底されたい。

命により通達する。

記

1　確実な通告

児童虐待の防止等に関する法律第6条第1項では通告義務の対象となる児童の範囲を「児童

虐待を受けたと思われる児童」と定めており、これにより児童虐待を裏付ける事実が必ずしも

明らかでなくても、一般人が見て主観的に児童虐待があったと思うであろうという場合であれ

ば通告の対象とされている。児童虐待の早期発見、保護及び被害拡大の防止を図るためには、

広く通告が行われることが望ましいことから、児童の言動、外傷その他周囲の事情から児童虐
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得を受けたと思われる児童を発見したときは、時機を失することなく通告すること。

2　関係機関に対する照会の徹底

（1）警察において、110番通報等により児童虐待が疑われる情報を認知した場合は、これまで

どおり、原則として警察官が現場臨場し、児童の安全確認を行うこと。

（2）確認の結果、その時点においては通告の必要がないと判断した児童についても、児童虐待

事案情報管理業務（埼玉県警察情報管理システムによる児童虐待事案情報管理業務実施要領

（平成25年少第478号）に規定するものをいう。以下同じ。）に登録の上、関係機関に対し

当該児童に係る過去の取扱状況等について照会を実施し、得られた情報に基づき、通告の要

否について、組織的かつ総合的な判断を行うこと。

（3）関係機関への照会の結果、過去に当該関係機関において取扱いがある児童については、児

童虐待の蓋然性が高いものとして積極的に通告すること。

（4）所属長は、関係機関に対する照会を円滑にするため、あらかじめ当該関係機関との間で照

会に関する協議及び調整を行うこと。

なお、協議及び調整に際しては、警察の照会は、警察からの通告の要否の判断に必要であ

ること、及び関係機関と共有を図るためであることを説明すること。

（5）関係機関に対する照会等を実施した際には、その経緯及び結果を児童虐待事案情報管理業

務に登録すること。

3　通告後の情報共有

通告後の適切な対応を図るため、児童相談所から対応結果等についての情報提供を受けるほ

か、市町村（要保護児童対策地域協議会）等とも必要な情報交換を行うこと。
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・尊：‥

雇児総発1210第1号

雇児母発1210第1号

平成24年12月10日

公益社団法人　日本小児科学会会長　殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局　総務課

母子保健課

児童虐待の防止等のための医療機関との連携強化に関する留意事項について

児童虐待防止対策の推進については、平素より格別のご高配をいただき厚く御礼申し上げ

ます。

児童虐待に関わる行政機関と医療機関との連携につきましてはこれまでも「妊娠・出産・

育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健・医療“福祉の連携体制の整備について」

（平成23年7月27日付け雇児総発0727第4号、雇児母発0727第3号厚生労働省雇用均等・

児童家庭局総務課長、母子保健課長通知）等を都道府県等に通知しており、医療機関の協力

をお願いしているところです。

また、本年7月には、社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門

委員会による「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第8次報告）」におい

て、児童相談所及び市区町村と医療機関との連携について提言がなされたことから、これを

受け、「『子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第8次報告）』を踏まえた対

応について」（平成24年7月26日付け雇児総発0726第1号、雇児母発0726第1号厚生労

働省雇用均等・児童家庭局総務課長、母子保健課長通知）により、都道府県等に対し、改め

て児童相談所及び市区町村と医療機関との積極的な連携及び情報共有の必要性を示してお

ります。

この度、各地域においてこれらの取組が一層推進され、児童虐待の発生予防、早期発見・

早期対応及び子どもや保護者の支援等が図られるよう、別添のとおり、「児童虐待の防止等

のための医療機関との連携強化に関する留意事項について」（平成24年11月30日付け雇児

総発1130第2号、雇児母発1130第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、母子保

健課長通知）を都道府県等の児童福祉・母子保健主管部（局）長あて通知いたしました。
つきましては、貴国体内の会員の皆様にも周知いただき、児童虐待の防止等のために都道

府県等の関係部署との連携強化にご協力いただきますようお願いいたします。
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用司

雇児総発1130第2号

雇児母発1130第2号

平成24年11月　30日

児華福祉・母子保健主管部（局）長　壊

厚生労働省雇用均等．・一児童家庭局　総務課長

母子保健課長

児童虐待の防止等のための医療機関との連携強化に関する留意事項について

児童虐待防止対策の推進については、平素より御尽力を頂き、感謝申し上げる。

さて、医療機関等との連携体制の整備については、「妊娠・出産・育児期に養育支援を

特に必要とする家庭に係る保健・医療・福祉の連携体制の整備について」（平成23年7月

27日付け雇児総発0727第4号、雇児母発0727第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総

務課長、母子保健課長通知）等によりお願いしてきたが、先般、r F子ども虐待による死

亡事例等の検証結果等についで（第8次報告）』を踏まえた対応について」（平成24年7

月26日付け雇児総発0726第1号、雇児母発0726第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局

総務課長、母子保健課長通知。以下「平成24年7月通知」という。∴）において、児童相談

所及び市区町村と医療機関との積極的な連携及び情報共有の必要性を示したところであ

る。

これを踏まえ、児童相談所及び市区町村の児童福祉・母子保健等の関係部署、要保護児

童対策地域協議会の調整機関における医療機関との連携について留意すべき事項を整理し

たので下記のとおり通知する。
・貴職におかれてはこの内容を御了知いただくとともに、管下の児童相談所及び保健所並

びに管内の市区町村及び医療機関等の関係機関に周知を図り、対応に遺漏のないよう努め

られたい。

なお、本通知にづいては、医政局及び健康局並びに消費者庁、総務省自治行政局及び法

務省刑事局と協議済みでぬることを申し添える。

また、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項の規定に基

づく技術的助言である。
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記　　　、
1　趣旨

∴　医療機関は、妊産婦や児童、養育者の心身の問題に対応することにより、要保護児童
や養育支援を特に必要とする家庭（要支援児童（奪）又は特定妊婦（りのいる家庭をいう。以

下同じ。）を把握しやすい立場にあるい児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応のた

めには、児童相談所及び市区町村の児童福祉・’母子保健等の関係部署等が、医療機関（小

児科をはじめ、産科や滞神科、歯科等の妊婦や児童、養育者が受診する医療機関）と演

種的に連携することが重要である。

具体的には、児童相談所及び市区町村は、医療機関の情報から安保謹児童（＊）の家庭や

養育支援を特に必要とする家庭を発見し、早期からの支援に繋げるとともに、関係機関

と支援に必要な情報を共有し、児童の適切な養育環境の確保や養育者の育児負担の軽減

のために必要な支援について協議し、適切な役割分担のもとで協働して家庭を支援する

ことが必要である。そのため、児童相談所及び市区町村が医療機関との連携・情報共有

体制を構築するに当たって留意すべき事項について示すものである。

（＊）要保護児童、要支援児童及び特定妊婦の定義

（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第6条の3第5項及び第8項）
◆要保護児童‥保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童

・安支援児童：保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童（要保護児童を除く。）

・特定妊婦：出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦

2　児童相談所及び市区町村と医療検問との積極的な連携及び情報共有の推進

ア　児童相談所及び市区町村と医療機関との積極高な連携及び情報共有の必要性を踏ま

え、平成24年7月通知では、以下の必要性を示したところである。・

①　医療機関と連携するに当たっては、医療機関が、虐待事案に限らず養育支援が必

要な家庭について幅広く相談できるよう、日頃からの連携体制や関係を構築する必

要がある。

②　医療機関から一方的に情報提供を受けるだけでなく、必要な情報を共有し、適切

な役割分担のもとで協働することが必要である。

③　必ずしも全ての医療機関で虐待を疑う事例を数多く経験したり、院内の虐待対応

の体制が整隋されているわけではないため、‘都道府県及び市区町村が、地域の医療

機関が虐待対応の体制を整え、児童相談所や市区町村と連携体制を構築できるよう

に医療機関を支援することも必要である。
イ　そのため、都道府県及び市区町村は、適切な役割分担の下、－平成24年7月通知で示

した以下の取組を推進されたい。

①　医療機関における虐待対応の向上が図られるよう、必要に応じ、保健所や関係部

署等、と連携の上、地域の医療機関に対し、児童虐待が疑われる場合の対応や要保護
’児童対策地域協議会の役割、医療機関の参画の意義、特定妊婦への支援の必要性、

養育支援訪問事業等の子育て支援等について、情報提供や研修会の開催などにより

周知し、理解が進むよう努めること。

②　要保護児童対策地域協議会等において、通告児童のみならず、医療機関において
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気にかかる児童についても相談を受けたり、対応が困難な事例に関する検討会を開

催するなど、日頃からの情報交換や情報共有を行うこと。

なお、養育支援を特に必要とする家庭の把猿については、小埠科のみならず：産

科や精神科、歯科等からの情報も有効でぬることから、これらの医療機関に対して

も協力を求めること。

③「妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健・医療・福祉
の連携体制ゐ整備について」で繭いじも、る妊娠荊らの養育支援を特に必要と

する家庭の把握と継続的な支援のための連携体制の整備についても引き続き推進す

ること。

3　医療機関からの情報提供及び情報提供のあった事例への支援に係る留意点

ァ　これまでも、「妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健◆

医療・福祉の連携体制の整備について」などにおいて示していろとおり、児童相談所

又は市区町村は、児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応のため、医療機関から、

養育支援を特に必要とする家庭の情報があった場合には、児童の状況の把握を行った

上で、要保護児童対策地域協議会を活用するなどして医療機関を含む関係機関と

＿必要な情報を交換」共有し、児童の適切な養育環境の確保や保護者の育児負担の軽

減のために必要な支援の方針を協働して検討し・適切な役割分担の下で支援を行

うこと。

ィ上帯の支援につなぐため、児童相談所及び市区町村は、適切な役割分担の下、要

保護児童対策地域協議会を活用するなどして、明らかな虐待事案のばか、虐待の

可能性が懸念される家庭など虐待の発生予防のために養育支援が特に必要と考
ぇられる家庭にづいて医涛機関に情報提供を求めること。まか円滑な対応が図

られるよう、関係機関の間で医療機関から情報提供を受けた際の対応について、

事前に医療機関等も含め協議し、共通認識を持つこと0

ゥ　医療機関から情報提供がわたときには、児童相談所や市区町村は一方的に情
報提供を受けるだけでなく、要保護児童対策地域協議会の枠組みを活用するなどして

医療機関での児童や保護者への対応に必要な情報を提供し、共有することに留意する

こと。具体的には、児童相談所又は市区町村の関与のある事例の場合は、過去ゐ経緯

や対応において留意すべき点など医療機関での児童や保護者への対応に必要な情報

を医療機関に提供すること。他方、関与がない事例の場合であっても、児童相談所又

は市区町村が今後の対応について検討するために必要な情報を医療機関から得るほ

か、医療機関の対応に必要な情報があれば医療機関に提供すること0

4　医療機関から児童相談所又は市区町村への情報提供に係る守秘義務、個人情報保護等

との関係

医療機関は医師等の医療従事者の守秘義務や個人情報保護との関係から、児童相

談所又は市区町村への情報提供について消極的になる場合がある。このような情報提供

に当たっては、可能な限り患者の同意を得ることが基本であるが、同意がない場合でも、

児童虐待の防止や対応のために必要かつ相当な範囲で行うことは基本的に法令違反
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とはならないoこの場合の関係法令等の整理は次のとお’りであるので、あわせて医療

機関に周知されたい。

（1）．医療機関一に係る守秘義務及び個人情報保護に係る規定

ア　守秘義務

医師等の医療従事者については、刑法（明治40年法律第45＿号）又は関係費梅

津により守秘義務魂定が設け＿られておゼ、職務上知－り得た秘密を漏らした場合！こ
ぼ刑事罰の対象とされる。ただし、法令による行為など正当な行為については違

法性が阻却され、これらの規定違反は成立しない（同法第35条参照）。

イ　個人情報保護

①　一定規模以上の民間医療機関については、個人情報の保護に関する法律（平

成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。）早より個人情報取扱
事業者としての義務規定が設けられている。同法では、本人の同意がない場合
の個人情報の目的外利用及び第三者提供が禁止されているが、除外規定として、

法令に基づく場合、．児童の健全な育成の推進のために特に必要である場合等が

定められている。

具体的には、「医療一介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いあた
めのガイドライン」－‡平成班毎12月24日厚生労働省。以下「ガイドライン」

●というo）において示されており、個人情報取扱車業者としての義務を負わな

い一定規模以下の民間医療機関についても、ガイドラインを遵守するよう努め

ることが求められている。

②　独立行政法人等が運営する医療機関については、独立行政法人等の保有する

個人情報の保護に関する法律（平成－15年法律第59号。以下「独立行政法人等

個人情報保護法」という；∴　に個人情報保護法と両様の定めがあり、本人の同

意がない場合の個人情報の目的外利用及び第三者提供が禁止されているが、除

外規定として、法令に基づく場合のぼか、地方公共団体が法令の定める事務の

遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、利用することについ
て相当な理由があると当該独立行政法人等が認めるときに当該地方公共団体に

提供する場合等が定められている。

⑧　地方公共団体が運営する医療機関については、当該地方公共団体の個人情報

保護条例によることとなり．、それぞれ規定が異なるが、一般的に除外規定とし
て、法令に定めがあるとき等が定められている。

（2）・児童虐待防止に係る情報提供との関係

医療機関が児童虐待の防止や対応のために必要かつ相当な範囲で児童相談所や

市区町村に情報提供することについては、次のとおり、正当な行為や除外規定に
該当することから、・基本的に守秘義務や個人情報保護に係る観定違反とはならな
い。

ただし、個人情報保護に関しては、独立行政法人等が運営する医療機関につい

では独立行政法人等個人情報保護法に基づく当該独立行政法人等の判断による。

また、地方公共団体が運営する医療機関については当該地方公共団体の個人情報

保護条例の規定による。
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ア　要保護児童対策地域協議会を活用できる場合

要保護児童対策地域協議会に参加する関係機関の間での情報交換は、児童福

祉法第25条の2第2項の規定に基づく行為モあり＼必要かつ社会通念上相当と

認められる範囲で行われる限り‥正当な行為に当たる。よって、要保護児童対

策地域協議会に参加する医療機関が児童相談所や市区町村に必要かつ相当な範

囲で情報提供することは、守秘義務や個人時報保護に係る規定違反とはならな

また、．要保護児童対策地域協議会に勃口していない医療機関でもっても、要

保護児童対策地域協議会は、同法第25条のもの規定に基づき、関係機関等に情

報提供等の協力を求めることができるoよって、要保護児童対策地域協議会が

医療機関に情報提供を依頼し、医療機関がこれに応じる－ことは、法令に基づく
正当な行為に当たり、守秘義務や個人情報保護に係る規定違反とはならない。

イ　要保護児童対策地域協議会を活用できない持合

①　要保護児童対策地域協議会に参加していない医療機関が、児童虐待の防止

等に関する法律（平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という言
、第6条に基づく児童虐待に係・る通告や児童福祉法第犯条に基づく要保護児

童に係る通告に該当する情報を撞供することはす要保護児童対策地域協議会
からの協力依頼がない場合であっても、法令に基づく正当な行為に当たり、

守秘義務や個人情報保護に係る規定違反とはならない。　　　　　　′

②iまた、児童虐待防止法第6条又は児童福祉法第25条に基づく通告には該当
，　しないが、・児童の安全確保や児童虐待の防止のため、児童相談所や市区町村

の調査や差育支援が必要と考えられる要支援児童や特定妊婦について、医療

機関が情報提供することは、医療機関には児童虐待防止法第5条第2項に基
っき児童虐待の防止等に関する国及び地方公共団体の施策に協力する努力義

務があり、児童福祉法第10条又は第11条に基づき児童相談所や市区町村が

行う児童及び妊産婦の福祉に関する必要な実情把握等に協力するものである
ことから必要かつ社会通念上相当と認められる範囲で行われる限り・正当な

行為に当たり、基本的に守秘義務に係る貌定違反とはならない。

他方、個人情報保護に関、しては、当該情報提供がなければ適切な措置を講
じることができないなどの特別な事情がある場合、一定規模以上の民間医療

機関にあっては、個人情報保護法第23条第1項第3号に規定するi「児童の健

全な育成の推進のために特に必要である場合であって、本人の同意を得るこ

とが困難であるとき」に該当し、同法違反とはならないoなお、ガイドライ

ンにおいては、同号の例示として「児童虐待事例についての関係機関との情

報交換」・が挙げられており、明らかな虐待事案はもとより、要支援児童や特
定妊婦の事案についても同様である0

5　児童相談所又は市区町村から医療機関への情報提供に係る守秘義務、個人情報保護

等との関係

児童柏穣所又は市区町村が医療機関へ情報提供する場合の守秘義務や個人借報保護と
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の関係については、呪童虐待対応の手引き」第1華6でも示しているように、児童虐

待の防止や対応のために必要かつ相当な範囲で情報提供をすることは、次のとおり、

基本的に法令違反とはならないことから、医療機関との間で積極的かつ適切に情報共有

を図られたい。

（l）児童相談所及び市区町村に係る守秘義務及び個人情報保護に係る規定

児睾相談所及び市区町村の職員匡ついては、児童福祉法第61条及び地方公務員

法第34条において守秘義務が規定されており、職務上知り得た秘密を漏らした場

合には刑事罰の対象となるが、法令に基づく行為など正当な行為については違法

性が阻却され、これらの規定違反は成立しない（刑法第35条参照）。

また、各地方公共団体において定められている個人情報保護条例においては、
一般的に本人の同意がない場合の個人情報の目的外の利用及び第三者提供が禁止

されているが、個人情報を取り扱う事務の目的の範囲内である場合には規定違反
とはならない。

（2）・児童虐待防止に係る情報提供との関係

児童相談所や市区町村が児童虐待の防止や対応のために必要かつ相当な範囲で

医療機関に情報提供することについては、次のとおり、正当な行為や目的内の提

供等に該当することから、基本的に守秘義務や個人情報保護に係る規定違反とは

ァi要保護児童対策地域協議会を活用できる出合

要保護児童対策地域協議会に参加する関係機関の間での情報交換は、児童福

祉法第25条の2第2・項の規定に基づく行為であり、必要かつ社会通念上相当と

認められる範囲で行われる限り正当な行為に当たる。よって、児童相談所や市

区’町村が要保護児童対策地域協議会に参加する医療機関に必要かつ相当な範囲

で情報提供することは、守秘義務に係る規定違反とはならない。

他方、個人情報保護条例については、各地方公共団体において規定が異なり、

個人情報を取り扱う事務の目的の定めにもよることから「概には言えないが、

白的内の提供に該当し得ると考えられ、該当する場合には個人情報保護に係る

規定違反とはならない。また、この該当性に疑義がある場合であっても、児童

：福祉法第25条の2第2項に基づく行為であり、一般的な条例の除外規定である
法令等に定めがあるときに該当することから、このような除外規定があれば規

定違反とはならない。一

イ　要保護児童対策地域協議会を活用できない場合　，

要保護児童対策地域協議会に参加していない医療機関であっても、児童相談

所及び市区町村が児童福祉法第10粂又は第11条等に基づき要保護児童等の事

例に対応するためには、医寮機関等の関係機関と情報を共有することが不可欠
であり、必要かつ社会通念上相当と認められる範囲で行われる限り正当な行為

に当たる。よって医療機関に必要かつ相当な範囲で情報提供する場合には基本

的に守秘義務違反とはならない。

．他方、個人情報保護条例においでは、アと同じく目的内の提供に該当し得る
と考えられ、該当する場合には個人情報保護に係る規定違反とはならない。ま
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た、この該当性に疑義がある場合には、個人悼辞取扱の利用目的に係る関係規

定を整備すること、公益上特に必要があるとき等の除外規定に該当するかの検

討を行い、必要．に応じて各自治体の個人情報保護審査会等に係る手続を経るこ

となどにより、関係機関との情報提供・共有が可能となるよう対応されたい。

6　要保護児童対策地域協議会への参加要請
・ア　上記のとおり「児童虐待の防止や対応のために必要な範囲での情報提供・共有

は、基本的に守秘義務や個人情報保護に係る規定違反とはならない‘が、個人情報

の取扱いの範囲をより明確にするとともに、関係機関との情報共有や連携を円滑

にしてより適切な支援を行うため、．市区町村は、可能な限り、管内の医療機関が

要保護児童対策地域協議会に参加するよう努められたい。
“イ　また、医療機関が要保護児童対策地域協議会に－参加できない場合には、市区町

、－村は、要保護児童対策地域協議会として、要保護児童対策地域協議会に参加でき

ない医療機関との問で個別事案に関する情報提供・共有の協力についての枠組み

を取り決めておくことが望ましい。具体的には、要保護児童対策地域協議会から

医療機関に対し包括的に情報提供を依頼し、医療機関は情報提供を行うこと、医

療機関における梼報共有の範囲を定めることなどについて、医療機関等と協議し
ておくことが想定される。

ウ　さらに、広域から患者が受診する医療機関については、都道府県の児童福祉主

管部局や児童相談所が主体となって、当該医療機関に都道府県の設置する要保護

児童対策地域協議会への参加を求め、情報捷供に関して協議することなどによ
り、協力を得られるよう取り組まれたい。

7　児童相談所又は市区町村から医療機関に提供された個人情報の取扱い

児童相談所又は市区町村においては、医療機関と個別事例の支援に係る情報の管

理について協議、調整しておく必要があると考えられる。特に、医療機関が、患者

本人等から、・「診療情報」等の個人情報の提供等を求められた場合の取扱いについ

ては∴以下の点に留意されたい。

（1）患者本人等から「診療情報」の提供を求められた揖合の取扱い
「診療情報」とは：「診療情報の提供等に関する指針」（平成15年9月12日

付け区政発第0912001号厚生労働省医政局長通知）一において、「診療の過程で、

患者の身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た情報」とされて
いる。このような「診療情報」に該当する情報の提供を求められた場合、「診療

情報の提供等に関する指針十により判断することとなるが、「診療情報」の提供
が、①第三者の利益を害するおそれがあるとき、②患者本人の心身の状況を著し

く損なうおそれがあるときは、「診療情報」の全部又は一部を提供しないことが

できること。

なお、児童虐待対応は係る医療機関と児童相談所又は市区町村とゐやり取りの

経過（いつ、誰に情報提供をしたか等。）など診療の過程以外で医療従事者が知
り得た情報は「診療情報」には該当せず、請求対象とはならないこと。
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（2）患者本人等から「診療情報」を含む個人情報の開示を求められた場合の取扱い

医蒸機関が患者本人等から「診療情報」を含む個人情報の開示を求められた場

合は、個人情報保護法及び「診療情報の提供等に関する指針」等の規定により判

断することになる。
この場合、庖療機関と児童相談所又は市区町村とのやり取りの経過等の「診寮

情動一以外を憶＿報は個人情掛こぼ該当するため、開示の請求対象となるが、＿「診
療情報」を含む個人情報については∴7（1）①、②又は個人情報保護法第25条第‘

1項に規定されている①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を

害するおそれがある場合、若しくは②当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実
・態に著しい支障を及ぼすおそれがある場合に該当するときには開示しないことが

できること。

なお、独立行政法人等が運営する医療機関については、独立行政法人等個人情

報保護法に基づく当該独立行政法人等の判断による。また＼地方公共団体が運営

する医療機関については当骸地方公共団体の個人情報保護条例の規定による。

8／臓器提供に係る児童に関する児童相談所の関与の確認

臓器の移椿に関する法律の一部を改正する法律（平成21年法律第83号）－附則第
5項では、政府は、虐待を受けた児童から臓器が提供されることのないよう、虐待

＿が行われた疑いがあるかどうかを確認・し、及びその疑いがある場合に適切に対応す

るための方策に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を誇ずる旨規定さ

れており、法律の趣旨として、虐待を受けた児昔の臓器が提供されるべきではない

旨が明確にされている。
これを踏まえ、医療機関で児童からの臓苛提供が検討される場合、医療機関は、

当該児童について虐待が行われた疑いがあるかどうかを確認する必要があり、その

ためには、関係する児童相談所における当該児童に係る虐待相談対応の有無等につ

いて照会することも想定される。

このため、都道府県等の児童福祉主管部局や児童相談所では、臓器提供者となる

可能性がある児童に関し、過去及び現在の児童相談所による虐待相談対応の有無等

について児童相談所に照会があった場合に円滑に対応できるよう、照会の方法や個

人情報保護条例上の整理等について車軸‡関係部署と協議しておく必要がある。都

道府県等の衛生主管部局や医療機関から協議ペの協力を求められた場合には協力す

るようお願いする。特に、個人情報保護条例については、あらかじめ個人情報の第

三者提供に係る除外規定のいずれの条項に該当するか整理することや、必要に応じ

てあらかじめ個人情報保護審査会の諮問・’答申手続により整理することなどが必要

となる。
・また、協議結果にづいては、関係機関において認識が共有される必要があること

から、児童福祉主管部局から管下の児童相談所に周知されたい。同時に、衛生主管

部局から関係医療機関等へ周知が図られることから、児童福祉主管部局及び児童相

談所においても、衛生主管部局が開催する会議への参加など、衛生主管部局が行う

周知のための取組にも協力されたい。
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医療機関の主な役割1 

：∴◎医療機関は：児童相談所や市区町村に養育支援が特に必要な家庭の情報提供や虐待に 
‾　関する通告を行い、支援につなぐ。 

・子どもだけではなく、親の状況にも着日する必要。 
・小児科．のほか、産科や溝神科、歯科等の役割も重要。 

◎児童相談所や市区町村と情報を共有し、支援方針等を検討、連携して必要な支援を行う。 

！ 

ー；∴i 藷藷　憶憶諜謀議講訓 な家庭（要支授児童、 　　高　　く養育環境の蟻など）等i 

※守秘義務と個人情報保護との関係 

児童虐待の防止や対応のために児童相談所や市区町村に必要かつ相当な範囲で行う「情報提供」や、 
児童相談所や市区町村への「通告」は↓正当な行為や第三者提供禁止の除外規定に該当し、基本的に 
守秘義務や個人情報保護に係る規定違反とはならない。 

医療機関の具体的な取組 

○市区町村の要保護児童対策地域協議会に参加することや児童相談所“市区町村と連携した 
対応をとること。 

／平素からの連携”情報共有（情報提供するケースの目安や虐待が疑われる場合の対応 

などについて認識を共有）。 
／支援につなげるべきケースの情報提供、通告。 
／個別ケースへの支援（個別ケース検討会議で支援方針、役割分担を協議し、連携して支 

授）。 
／要保護児童対策地域協議会に参加できない場合（広域から患者が受診する医療機関 

等）は、近隣の市区町村等と個別ケースに関する情報提供・共有の枠組みづくりに協力 
すること。 

○個別ケースにおいて、患者本人等から「診療情報」等の個人情報の提供等を求められた場合 
の取扱いについて児童相談所・市区町村と協議しておくこと。 

○児童相談所・市区町村の虐待対応の調査に協力すること。 

○医療機関内の虐待対応の体制を整えること。 
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雇児総発第0314002号

平成　20年3月14　日

（改正経過）

雇児総発0727第7号

平成　23年7月　27　日

都　道　府　県

各　指　定　都　市　児童福祉主管部（局）長　殿

児童相談所設置市

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長

地方公共団体における児童虐待による死亡事例等の検証について

「児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」（平成19年法

律第73号。以下「改正法」という。）については、本年4月1日から施行されるところ、

その内容については、「「児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正す

る法律」の施行について」（平成20年3月14日雇児発第0314001号厚生労働省雇用均等
・児童家庭局長通知）でお示ししたとおりであるが、改正法による改正後の児童虐待の防

止等に関する法律第4条において、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害

を受けた事例について、国・地方公共団体双方についての分析の責務が規定されることとな

ったところである。

今後、国及び地方公共団体それぞれにおいてば当該責務を踏まえ、児童虐待を受けた児童

がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の検証作業を行うことにより、児童虐待防止対

策が進展することが期待されるが、地方公共団体における事例の検証作業の参考となるよ

う、今般、その基本的な考え方、検証の進め方等について通知するものである。

ついては、別紙の内容を御了知の上、管内の市町村並びに関係機関等に周知いただくと

ともに、その運用に遺漏のないようお願いする。

なお、この通知は地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第l項の規定に

基づく技術的な助言である。
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別紙

地方公共団体における児童虐待による死亡事例等の検証について

第1　基本的な考え方

1　日的

検証は、虐待による児童の死亡事例等について、事実の把握を行い、死亡した児童の視点に立っ

て発生原因の分析等を行い、必要な再発防止策を検討するために行う。

2　実施主体

都道府県（指定都市、児童相談所設置市を含む。以下同じ。）が実施することとし、検証の対象

となった事例に関係する市町村は当該検証作業に参加・協力するものとする。

なお、児童相談所、市町村（要保護児童対策地域協議会）その他の機関が独白に検証を行うこと

も望ましい。

3　検証組織

検証組織は、その客観性を担保するため、都道府県児童福祉審議会（児童福祉法第8条第1項に

規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会。以下同じ。）の下に部会等を設置する。なお、

検証組織は地域の実情に応じて事例ごとに随時設置することも考えられるが、常設することがよ

り望ましい。事務局は、当該事例に直接に関与した、ないし直接関与すべきであった組織以外の部

局に置くものとする。

4　検証委員の構成

検証委員は外部の者（当該事例に直接関与した、ないし直接関与すべきであった組織の者以外の

者）で構成することとする。また、会議の開催に当たってば必要に応じて、教育委員会や警察の

関係者の参加を求めるものとする。

5　検証対象の範囲

検証の対象は、虐待による死亡事例（心中を含む）全てを検証の対象とすることが望ましい。ま

た、死亡に至らない事例であっても検証が必要と認められる事例については、併せて対象とする。

なお、児童相談所、福祉事務所又は市町村が関与していない事例については、情報量が少ないた

めに十分に検証が行えない可能性もあるが、関与しなかった事情も含め、その地域の保健・福祉等

の体制を検証することも必要である。

6　会議の開催

死亡事例等が発生した場合、準備が整い次第速やかに開催することが望ましいが、年間に複数例

発生している地域等、随時開催することが困難な場合には、複数例を合わせて検証する方法も考え

られる。

7　検証方法

（1）事例ごとに行う。なお、検証に当たっては、その目的が再発防止策を検討するためのもので
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あり、関係者の処罰を目的とするものでないことを明確にする。

（2）検証に係る調査等については、委員の意見を尊重して進めるとともに討議時間を十分確保し

て行う。

（3）都道府県は、市町村、関係機関等から事例に関する情報の提供を求めるとともに、関係者か

らヒアリング等を行い、情報の収集及び整理を行う。その情報を基に、検証組織は関係機関ご

とのヒアリング、現地調査その他の必要な調査を実施し、事実関係を明らかにするとともに発

生原因の分析等を行う。

（4）検証組織は、調査結果に基づき、スタッフ、組織などの体制面の課題、対応・支援のあり方

など運営面の課題、地域の児童福祉の提供体制及び当該事例の家族の要因等を明らかにし、再

発防止のために必要な施策の見直しを検討する。

（5）プライバシー保護の観点から、会議は非公開とすることができるが、審議の概要及び提言を

含む報告書は公表するものとする。

（6）関係行政機関からの情報提供については、児童福祉法第8条第5項において、「都道府県児

童福祉審議会（略）は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出

席説明及び資料の提出を求めることができる」とされている。

また、民間の関係機関からの情報提供については、個人情報の保護に関する法律第23条に

定める第三者提供の制限の適用除外に該当する。これは、同適用除外の場合として、同条第1

項第3号において「児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるとき」が規定されているが、「児童の健全な育成の推進」には児童

虐待の防止等も含まれるため、検証作業のために民間機関が個人情報を提供することは同号に

該当することによる。

8　報告等

（l）検証組織は、検証結果とともに、再発防止のための提言をまとめ、また、提言に対する都道

府県の取組状況の報告を基に評価を行い、都道府県に報告するものとする。

（2）都道府県は、検証組織の報告を公表するとともに、報告を踏まえた措置の内容及び当該措置

の実施状況について、検証組織（都道府県児童福祉審議会）に報告するものとする。

（3）都道府県は検証組織の報告を踏まえ、必要に応じ、関係機関に対し指導を行うとともに、

市町村に対して技術的助言を行う。

（4）都道府県においては、検証結果について、国に報告するものとする。

なお、国においては、社会保障審議会児童部会児童虐待等安保護事例の検証に関する専門委

員会において検証作業を行っているが、児童福祉法第8条第6項においては「社会保障審議会及び

児童福祉審議会（都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会）は必要に応じ、相互

に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない」とされている。

9　児童相談所又は市町村等による検証

（l）検証の対象となった事例に直接関係する児童相談所や市町村等は、当該検証作業に参加・協

力するものとするが、児童相談所、市町村（要保護児童対策地域協議会）その他の関係機関が

それぞれの再発防止策を検討する観点から独自に検証を実施することも重要である。この場

合、都道府県が当該検証作業に参加・協力することも必要である。

ー87－



（2）児童相談所や市町村等が実施する検証は、事例に直接関係していた当事者間による内部検証

であり、事例を通じて自己点検を行い、機関内における再発防止策を検討したり、都道府県の

検証結果を受けて具体的に実施すべき改善策を検討したりするものであることから、第三者に

よる外部検証を念頭に置いた検証とは性質を異にするものであるが、7の検証方法等について

は、その趣旨に沿って、検証が実施されるのが望ましい。

第2　検証の進め方

l　事前準備

（l）情報収集

検証の対象事例について、事務局は児童記録票等を通じて、下記の事項に関する情報収集を

行う。この場合、事務局は、必要に応じて関係機関等からヒアリングを行う。
・死亡した児童及び家族の状況や特性、死亡時点における家族関係及び家族の歴史、経済

状況等（特に乳幼児の事例については、妊娠期からの情報やきょうだいの妊娠期の情報）
・死亡に至った経緯

・児童相談所の関与状況等（児童記録票の写し等）

・市町村の関与状況等

・その他の関係機関の関与状況等

（2）資料準備

ア　（1）で収集した情報に基づき、事実関係を時系列及び関係機関別にまとめ、上記の内容

を含む「事例の概要」を作成する。

「事例の概要」には、検証委員からの関係機関ごとのヒアリング等により明らかになった

事実を随時追記していき、問題点・課題を抽出するための基礎資料とする。

イ　現行の児童相談体制に関する以下の内容を含む資料を作成する。（乳幼児の事例について

は、母子保健体制に関するものも含む。）
・各児童相談所、市町村児童福祉担当等の組織図

・　職種別スタッフ数

・　相談件数

・相談対応等の概要

・　その他必要な資料

ウ　検証の方法、スケジュールについて計画を立て資料を作成する。

エ　その他（検証組織の設置要綱、委員名簿、報道記事等）の資料を準備する。

2　事例の概要把握

会議初回には、その目的が再発防止策を検討するためのものであり、関係者の処罰を目的とする

ものでないことを検証委員全員で確認した上で、検証の対象となる事例の概要を把握する。

（1）確認事項

ア　検証の目的

イ　検証方法（関係機関ごとのヒアリング、現地調査等による事実関係の確認、問題点・課題

の抽出、提案事項の検討、報告書の作成等）

ウ　検証スケジュール
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（2）事例の概要把握

ア　事前に収集された情報から事例の概要を把握する。

イ　疑問点や不明な点を整理する。

3　事実関係の明確化

事例への関係機関の関与状況について、関係機関ごとのヒアリング等を実施することにより、事

実をさらに詳細に確認していく。

（l）関係機関ごとのヒアリング

ア　ヒアリングには、検証委員の一部あるいは全員が参加することを原則とし、当該事例に直

接関与した、ないし直接関与すべきであった組織の者以外の者が実施する。

イ　ヒアリングの対象者は、関係機関の所属長あるいはそれに準ずる者とし、必要と状況に応

じて、事例を直接担当していた職員を対象とする。転居している事例の場合は、転居前の住

所地の関係者も対象とする。

ウ　ヒアリングは、状況に応じて本庁等で実施するか、あるいは、検証委員及び事務局が現地

に赴き実施する。

ェ　ヒアリングでは、それまでに確認した事例の概要では不明な点や、事例に直接関わった機

関の所属長あるいは担当職員の意見を客観的に聴取し、事例の全体像及び関係機関との関与

状況をさらに詳細に把握していく。

オ　事務局は、ヒアリングの内容について記録を作成するとともに、当初作成した「事例の概

要」に、追記していく。

カ　ヒアリングは、個人の責任追及や批判を行うためのものではなく、再発防止に資する改善

策を兄いだすために行うものである。また、事例を担当していた職員の心理的支援について

必要に応じて組織的に取り組むことも必要である。

（2）現地調査

ア　児童の生活環境等を把握するために、必要に応じて検証委員による現地調査を実施する。

イ　事務局は、現地調査の結果について記録を作成する。

（3）その他

保護者が起訴された事件については、裁判の傍聴や訴訟の記録を閲覧請求することも必要で

ある。

4　問題点・課題の抽出

関係機関ごとのヒアリング等により、事例の事実関係が明確になった段階で、それを基に、なぜ

検証対象の死亡事例が発生してしまったのか、事例が発生した背景（家族の状況を含む。）、対応

方法、関係機関の連携、組織の体制、その他の問題点・課題を抽出する。

この作業を徹底して行うことが、その後の具体的な提言につながることから、特に時間をかけて

検討を行うとともに、検討に当たっては、客観的な事実、データに基づき建設的な議論を行うこと

が期待される。

5　提言

事例が発生した背景、対応方法、関係機関の連携、組織上の問題等、抽出された問題点・課題を
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踏まえ、その解決に向けて実行可能性を勘案しつつ、実行する機関名や提言への取組開始時期、評

価方法等を明記するなど、具体的な対策を提言する。

なお、行政機関の対応など早急に改善策を講じる必要がある場合、検証の経過において、まず早

急に講ずべき改善策について提言し、検証の全体の終結を待たずに、必要な施策を講じることも考

える必要がある。

6　報告書（問題点・課題の抽出以降並行作業）

（1）報告書の作成

ア　報告書の骨子について検討する。

イ　報告書に盛り込むべき下記内容例を参考に、それまでの検証組織における審議結果を踏

まえ報告書の素案を作成する。盛り込むべき内容例としては、次のものが考えられる。
・検証の目的

・検証の方法

・事例の概要

“明らかとなった問題点・課題

・問題点・課題に対する提案（提言）

・今後の課題

・会議開催経過

“検証組織の委員名簿

・参考資料

ウ　検証組織において、報告書の内容を検討、精査する。

エ　検証組織は報告書を都道府県に堤出する。

（2）公表

児童虐待による死亡事例の検証を行うことは、その後の児童虐待防止対策に密接に関連する

ものであり、児童虐待防止法第4条において国及び地方公共団体の検証に係る責務が規定され

ていることから、検証結果は公表すべきである。公表にあたっては、個人が特定される情報は

削除する等、プライバシー保護について十分配慮する。なお、公表の際には厚生労働省に報告

書を堤出する。

（3）捷言の実施状況

事務局ば報告書の提言を受けて、速やかに、具体的な措置を講じるとともに講じた措置及

びその実施状況について検証組織（都道府県児童福祉審議会）に定期的に報告し、検証組織は、

報告を受けた内容について評価する。
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別添

【参　考】検証の進め方の例
検証は、下記の図のような流れで実施する

会議複数開催

会議最終回

報告書とりまとめ

後

●関係機関から事例に関する情報収集、概要資料作成

●現行の児童相談体制等検証に必要な関係資料作成

○検証の目的の確認

○検証の方法、スケジュールの確認

○事例の概要把握

○児童相談所、市町村その他の関係機関や関係者からのヒアリ

ング

○現地調査（ヒアリングを現地で行う場合を含む）

●ヒアリング結果資料作成（事例の概要を詳細化）

○問題点・課題の抽出

○問題点・課題に対する彊言の検討

●報告書素案作成

○報告書素案検討

○報告書とりまとめ

●報告書の公表

●提言を基に再発防止策の措置を講ずる

（注）●事務局作業

○会議における議事内容
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